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資料集 

１ 計画の策定経過 

（１）アンケートによる意識調査 

① 「令和５年度 男女共同参画・人権についての市民アンケート調査」の実施 

調査対象：１６歳以上の市民 

調査対象の抽出方法：住民基本台帳より無作為抽出 

調査方法：郵送配布、郵送回収及びインターネット回答 

調査期間：令和５年９月１日～令和５年１０月１１日 

回収状況：発送件数／3，０００件 有効回答数／９１１件 有効回答率／30.4％ 

 

② 「令和５年度 男女共同参画についての事業所アンケート調査」の実施 

調査対象：市内事業所 

調査対象の抽出方法：市内主要事業所からの有意抽出  

調査方法：郵送配布、郵送回収及びインターネット回答 

調査期間：令和５年９月６日～令和５年１０月２７日（郵送回収分） 

令和５年９月６日～令和５年１０月３１日（インターネット回収分） 

回収状況：発送件数／２００件 有効回答数／７５件 有効回答率／37.5％ 

 

③ 「令和５年度 男女共同参画についての職員アンケート調査」の実施 

調査対象：市役所職員（臨時職員を除く）８９９人 

調査方法：グループウェアのアンケート機能による調査  

調査期間：令和５年１０月６日～令和５年１０月２０日 

回収状況：発送件数／８９９件 有効回答数／５２１件 有効回答率／57.9％ 

 

④ 「令和５年度 男女共同参画についての中学生アンケート調査」の実施 

調査対象：市立公立中学校３年生（全員） 

調査方法：インターネットによる（学校で使用するタブレットから回答） 

調査期間：令和５年９月１日～令和５年１０月１８日 

回収状況：発送件数／1，０３９件 有効回答数／７１６件 有効回答率／68.9％ 

 

(２)「生駒市男女共同参画行動計画（第４次）（案）」に対する意見募集（パブリックコメン

ト）の実施 

調査期間：令和６年１２月２０日～令和７年１月１８日 

提出状況：１人・３件 
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(３)生駒市男女共同参画審議会の審議状況 

 

 開催日 計画策定に関する審議内容 

第１回 令和６年５月３０日 ・生駒市の男女共同参画の取組について 

・生駒市男女共同参画行動計画（第４次）骨子案について 

第２回 令和６年７月２５日 ・生駒市男女共同参画行動計画（第４次） 第１章「計画策定にあた

って」・第３章「計画の基本的な考え方」の内容について 

第３回 令和６年８月２０日 ・生駒市男女共同参画行動計画（第４次） 第１章「計画策定にあた

って」・第２章「生駒市の男女共同参画を取り巻く現状」の内容に

ついて 

第４回 令和６年１０月８日 ・生駒市男女共同参画行動計画（第４次） 第１章「計画策定にあた

って」・第２章「生駒市の男女共同参画を取り巻く現状」・第３章

「計画の基本的な考え方」の内容について 

第５回 令和６年１０月２９日 ・生駒市男女共同参画行動計画（第４次） 第４章「施策の展開」・

第５章「計画の推進」の内容について 

第６回 令和７年２月１３日 ・パブリックコメントの実施結果について 

・第４次生駒市男女共同参画行動計画について 

 

 

生駒市男女共同参画審議会委員名簿（令和６年４月２６日現在） 

 

氏名 備考 

生駒  孝夫  公募市民 

緒方亜希野 その他（女性起業家） 

城野  聖一 団体推薦（生駒市校長会） 

田 中   舞 公募市民 

◎田間  泰子 学識経験者（大阪公立大学 名誉教授） 

〇藤 次 芳 枝 学識経験者（弁護士） 

宮嵜慎太郎 団体推薦（特定非営利活動法人 ファザーリング・ジャパン関西） 

◎会長 ○副会長（五十音順、敬称略） 
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2 男女共同参画関連の年表 

年次 世界の動き 日本の動き 県の動き 市の動き 

１９７５年 

(昭和50年)  

◆国際女性年(目標：平等、
発展、平和) 

◆国際女性年世界会議 

(メキシコシティ) 
｢世界行動計画｣を採択 

◆1976年から10年間を

「国連女性の十年」と決
定(国連総会)  

◆総理府「婦人問題企画推
進本部」設置 

◆婦人問題企画推進本部

会議開催 

  

1976年 

（昭和51年）  

◆LO(国際労働機関)に婦
人労働問題担当室設置 

◆「民法」改正(離婚後の
氏の選択) 

◆｢義務教育諸学校等の
女子教育職員及び医療
施設、社会福祉施設等

の看護婦、保母等の育
児休業に関する法律」
施行(昭和50年公布) 

◆婦人問題に関する窓口
県民課とする 

 

1977年 

(昭和52年) 

 ◆｢国内行動計画｣策定    

◆国立婦人教育会館オー
プン 

◆｢国内行動計画前期重

点目標」発表 

◆｢奈良県婦人問題施策

推進連絡会議」設置 

 

1978年 

(昭和53年) 

 ◆｢国内行動計画に関する
第１回報告書」発表 

◆｢奈良県婦人問題懇談
会」設置 

◆婦人問題に関する世論

調査実施 

 

1979年 

(昭和54年) 

◆「国連女性の十年」 
エスカップ地域政府間
準備会議（ニューデリー) 

◆国連第34回総会｢女性
差別撤廃条約｣採択 

   

1980年 

(昭和55年) 

◆｢国連女性の十年」中間
年世界会議(コペンハー

ゲン) 
◆｢国連女性の十年後半期
行動プログラム｣採択 

◆世界会議で「女性差別撤
廃条約」署名式 

◆｢国内行動計画に関する
第２回報告書」発表 

◆｢女性差別撤廃条約｣署
名 

◆婦人の地位と福祉の向
上をめざして奈良県婦

人問題懇談会から「提
言」 

 

1981年 

(昭和56年) 

◆ILO156号条約(家族的
責任を有する男女労働

者の機会及び待遇の均
等に関する条約)ILO総
会で採択 

◆｢女性差別撤廃条約」発
効 

◆｢国内行動計画後期重点
目標｣策定 

◆民法改正(配偶者の法定
相続分引上げ)(昭和55
年公布) 

◆｢婦人対策課｣設置 
◆｢奈良県婦人会議」設置 

◆婦人相談コーナー開設
北陸・中部・近畿地区婦
人問題推進地域会議を

総理府と共催で実施 

 

1982年 

(昭和57年)  

 ◆「母子及び寡婦福祉法｣
改正(「母子福祉法」を

｢母子及び寡婦福祉法｣
に)(昭和56年公布) 

◆婦人情報コーナー開設  

1983年 

(昭和58年)  

 ◆「国内行動計画に関す
る第３回報告書」発表 

◆「奈良県婦人問題啓発
推進会議」設置 
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年次 世界の動き 日本の動き 県の動き 市の動き 

1984年 

(昭和59年) 

◆｢国連女性の十年｣ エス
カップ地域政府間準備
会議 (東京) 

 ◆婦人問題啓発フェスティ
バル婦人問題啓発大会
開催 

◆「国連女性の十年」 
最終年記念「婦人のつ
どい」及び「婦人の活動

展」開催 

 

1985年 

(昭和60年) 

◆｢国連女性の十年｣ ナイ
ロビ世界会議 

◆「女性の地位向上のた

めのナイロビ将来戦略」
採択 

◆｢国籍法」改正(国籍の
父母両系主義確立)(昭
和59年公布) 

◆「女性差別撤廃条約」批
准 

◆「国内行動計画に関する 

第４回報告書」発表 

  

1986年 

(昭和61年)  

 ◆婦人問題企画推進有識
者会議開催 

◆「男女雇用機会均等法」

施行(昭和60年公布) 
◆「国民年金法」改正(女
性の年金権確立)(昭和

60年公布) 

◆「奈良県女性センター」
開設 

◆「奈良県婦人行動計画」

策定 

 

1987年 

(昭和62年)  

 ◆｢西暦2000年に向け
ての新国内行動計画｣
策定 

  

1989年 

(平成元年 ) 

 ◆｢新国内行動計画第１回

報告書｣発表 
◆学習指導要領の改訂

(高等学校家庭科の男

女必修等) 

  

1990年 

(平成２年 ) 

◆｢女性の地位向上のた
めのナイロビ将来戦略
に関する第１回見直しと

評価に伴う勧告及び結
論｣採択 

  ◆生涯学習振興課内に
｢婦人青少年係｣設置 

◆｢女性センター｣設置 

1991年 

(平成３年 ) 

 ◆｢西暦2000年に向け
ての新国内行動計画

（第１次改定)｣策定 

◆「奈良県女性の現状と
意識に関する調査」実施 

◆｢第３次生駒市総合計
画｣策定（計画中に「男

女共生社会の実現」を
明記） 

1992年 

(平成４年 ) 

 ◆「育児休業法」施行(平
成３年公布) 

◆｢新国内行動計画第２回
報告書｣発表 

◆婦人問題担当大臣設置 

  

1993年 

(平成５年 ) 

◆「世界人権会議」(ウィー

ン) 
◆｢女性に対する暴力の
撤廃に関する宣言｣採択 

◆｢パートタイム労働法｣ 

公布・施行 
◆中学校で家庭科の男女
必修開始 

◆「奈良県女性行動計画修

正版」策定 
◆課の名称を「婦人対策
課」から「女性政策課」に

変更 
◆「奈良県婦人会議」を「奈
良県女性問題懇話会」に

改称 

◆｢女性青少年課｣設置 

1994年 

(平成６年 ) 

◆｢開発と女性｣に関する
第２回アジア・太平洋大
臣会議(ジャカルタ) 

◆｢ジャカルタ宣言及び行
動計画｣採択 

◆「国際人口・開発会議」

(カイロ) 
◆｢人権教育のための国連
十年｣決議 

◆高校で家庭科の男女必
修開始 

◆総理府に「男女共同参画

室」及び「男女共同参画
審議会」、「男女共同参画
推進本部」設置 

◆｢男女が共に支える社会
づくりのための県民意識
調査｣実施 

◆｢男女共生社会に関す
る市民意識調査｣実施 

◆｢生駒市人権擁護に関

する条例｣制定 
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年次 世界の動き 日本の動き 県の動き 市の動き 

1995年 

(平成７年 ) 

◆｢女性に対する暴力をな
くす決議｣国連人権委員
会で採択 

◆｢第４回世界女性会議」
(北京) 

◆｢北京宣言及び行動綱

領｣採択 

◆｢育児休業法｣改正（「育
児・介護休業法」に）(一
部平成11年施行) 

◆｢ILO156号条約｣批准 

◆｢奈良県男女共同参画推
進本部｣設置 

◆｢花ひらく-ならの女性生

活史-｣発刊 

◆｢生駒市女性行動計画
策定委員会｣発足 

◆｢生駒市女性施策推進

会議｣及び「生駒市女
性職員部会」発足 

1996年 

(平成８年 ) 

 ◆男女共同参画審議会か
ら｢男女共同参画ビジョ
ン｣答申 

◆｢男女共同参画2000
年プラン｣策定 

◆｢奈良県女性の現状(女
性白書)｣策定 

◆｢生駒市女性行動計画
女と男 You&Iプラ
ン｣策定 

1997年 

(平成９年 ) 

  ◆｢なら女性プラン21奈良
県女性行動計画(第二

期)｣策定 

◆｢生駒市女性施策推進
懇話会｣設置 

◆いこま女と男You&I
フォーラム始まる 

1998年 

(平成10年)  

 ◆男女共同参画審議会か
ら｢男女共同参画社会基

本法について｣答申 
◆｢特定非営利活動促進
法(ＮＰＯ＊法)｣公布・施

行 
◆「男女雇用機会均等法」
改正・部分施行(母性保

護)(平成９年公布) 

 ◆女性センターにて｢フェ
ミニストカウンセリン

グ｣導入 

1999年 

(平成11年)  

◆エスカップハイレベル政
府間会議開催(バンコク) 

◆｢女性に対する暴力撤廃

国際日｣を定める 

◆「改正男女雇用機会均等
法」全面施行 (平成９年
公布) 

◆「改正育児・介護休業法」
全面施行 (平成７年公
布) 

◆「労働基準法」改正(平成
９年公布) 

◆｢男女共同参画社会基本

法｣公布・施行 
◆男女共同参画審議会か
ら「女性に対する暴力の

ない社会を目指して」答
申 

◆「食料・農業・農村基本 

法」公布・施行 
◆｢児童買春、児童ポルノ
に係る行為等の処罰及

び児童の保護等に関す
る法律｣公布・施行 

◆｢労働者派遣事業の適正

な運営の確保及び派遣
労働者の就業条件の整
備等に関する法律(労働

者派遣事業法)｣改正 

◆北陸・東海・近畿地区男
女共同参画推進地域会
議を総理府と共催で実

施 

◆｢審議会等委員の選任
等指針｣施行 
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年次 世界の動き 日本の動き 県の動き 市の動き 

2000年 

(平成12年)  

◆国連特別総会 ｢女性
2000年会議｣開催(ニ
ューヨーク) 

◆「政治宣言」と「北京宣言
及び行動綱領実施のた
めのさらなる行動とイニ

シアティブに関する文
書」採択 

◆「介護保険法」施行（平成
９年公布） 

◆｢女性のライフスタイル

の変化等に対応した年
金の在り方に関する検
討会｣設置 

◆男女共同参画審議会か
ら｢女性に対する暴力に
関する基本的方策につ

いて｣答申 
◆男女共同参画審議会か
ら｢男女共同参画基本計

画策定に当たっての基
本的な考え方｣答申 

◆｢児童虐待の防止等に関

する法律｣公布・施行 
◆｢ストーカー＊行為等の規
制等に関する法律(スト

ーカー規制法)」公布・施
行 

◆｢男女共同参画基本計画

｣策定 

◆「男女共同参画について
のアンケート｣実施 

◆｢職場におけるセクシャ
ルハラスメント＊の防
止等に関する指針｣施

行 
◆｢生駒市女性行動計画
実施計画｣策定 

2001年 

(平成13年) 

 ◆｢総理府男女共同参画
室」から｢内閣府男女共
同参画局｣に改組 

◆｢男女共同参画会議」を
内閣府に設置 

◆｢第１回男女共同参画週

間｣実施 
◆｢配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に

間する法律 (DV
*
防止

法)｣公布・施行 
◆｢仕事と子育ての両立

支援策の方針につい
て｣閣議決定 

◆「雇用対策法」改正(年齢

制限緩和) 
◆｢雇用保険法｣  改正 

(育児休業・介護休業給

付 の 給 付 率 引 上 げ
他)(平成12年公布)  

◆｢育児・介護休業法｣改

正・部分施行(仕事と家
庭の両立支援策の充
実) 

◆課の名称を「女性政策
課」から「男女共同参画
課」に変更 

◆｢奈良県男女共同参画推
進条例｣公布・施行 

◆｢奈良県男女共同参画

審議会｣設置 
◆奈良県１日女性模擬議
会開催 

◆｢データでみるならの男
女共同参画｣作成 

◆｢第４次生駒市総合計
画｣策定(計画中に｢男
女共同参画社会の推

進｣ を明記) 
◆｢生駒市職員旧姓使用
取扱要綱｣施行 

◆「人権教育のための国
連10年生駒市行動計
画」策定 

2002年 

(平成14年)  

 ◆｢改正育児・介護休業

法｣完全施行(平成13
年公布) 

◆｢なら男女共同参画プ

ラン21 奈良県男女共
同参画計画 (なら女性
プラン21改訂版)」策定 

◆「奈良県男女共同参画県
民会議」設置 

 

2003年 

(平成15年)  

 ◆｢支援費制度｣開始 
◆男女共同参画推進本部

｢女性のチャレンジ支援
策の推進について｣決
定 

◆｢次世代育成支援対策
推進法｣公布・施行 

◆｢少子化社会対策基本

法｣公布・施行 

 ◆生駒市DV被害者緊
急保護委託事業開始 

◆京阪奈北近隣６市(生
駒市、大阪府交野市、
寝屋川市、枚方市、京

都府京田辺市、八幡
市)の女性のための相
談窓口事業開始 

◆「男女共同参画社会に
関するアンケート調査」
実施 
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年次 世界の動き 日本の動き 県の動き 市の動き 

2004年 

(平成16年) 

 ◆男女共同参画社会の将
来像検討会報告書｢男女
共同参画は日本社会の

希望｣ 
◆｢少子化社会対策大綱｣
閣議決定 

◆配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に
関する法律（DV*防止

法）改正・施行（「配偶者
からの暴力」の定義拡
大、保護命令制度の充実

他） 
◆「少子化社会対策大綱に
基づく重点施策の具体

的実施計画について(子
ども・子育て応援プラ
ン)｣策定 

 ◆女性のための法律相

談窓口事業開始 

2005年 

(平成17年) 

◆第49回国連女性の地位

委員会（北京＋10）世界
閣僚級会合（ニューヨー
ク） 

◆「児童福祉法」改正(子育

て支援事業が市町村事
務に)(平成15年公布） 

◆「育児・介護休業法」改正

(育児休業期間の延長、
子の看護休暇の創設
他)(平成16年公布) 

◆「女性の再チャレンジ支
援プラン」策定 

◆「男女共同参画基本計画

(第２次)」策定 

◆県女性センター｢チャレ

ンジサイト｣開設 

◆｢生駒市男女共同参画

行 動 計 画 女 と 男
You&Iプラン (第２
次)｣ 策定 

2006年 

(平成18年)  

 ◆「女性の再チャレンジ支
援プラン」改定 

◆｢なら男女ＧＥＮＫＩプラ
ン｣（奈良県男女共同参
画計画(２次)）策定 

◆「奈良県配偶者からの暴
力防止及び被害者支援
基本計画」策定 

 

2007年 

(平成19年)  

 ◆「男女雇用機会均等法」

改正(性別による差別禁
止の範囲拡大)(平成1８
年公布) 

◆「仕事と生活の調和（ワ
ーク・ライフ・バランス＊）
憲章」及び「仕事と生活

の調和推進のための行
動指針」策定 

  

2008年 

(平成20年)  

 ◆「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に

関する法律」改正(保護
命令制度の拡充)(平成
19年公布) 

◆「奈良県配偶者からの暴
力防止及び被害者支援

基本計画」（第２次計画）
策定 

◆「生駒市男女共同参画
都市宣言」 

◆「生駒市男女共同参画
推進条例」施行 

2009年 

(平成21年)  

◆女性差別撤廃委員会の

最終見解の公表 

◆｢次世代育成支援対策

推進法」改正(一般事業
主行動計画の公表、従
業員への周知の義務

化)(平成20年公布) 
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年次 世界の動き 日本の動き 県の動き 市の動き 

2010年 

(平成22年) 

◆第54回国連女性の地位
委員会（北京+15） 

◆「育児・介護休業法」改正
(短時間勤務制度の義務
化、所定外労働の免除の

義務化、子の看護休暇の
拡充)(平成21年公布) 

◆「仕事と生活の調和ワー

ク・ライフ・バランス＊）憲
章」及び「仕事と生活の
調和推進のための行動

指針」改定 
◆「第３次男女共同参画基
本計画」策定 

  

2011年 

(平成23年) 

◆「ジェンダー＊平等と女性

のエンパワーメント＊のた
めの国連機関（ＵＮ Ｗｏ
ｍｅｎ）」発足 

   

2012年 

(平成24年) 

 ◆｢女性の活躍促進による

経済活性化行動計画」策
定 

  

2013年 

(平成25年) 

 ◆｢男女共同参画の視点か
らの防災・復興の取組指

針」策定 

◆「奈良県配偶者からの暴
力防止及び被害者支援

基本計画」（第３次計画）
策定 

◆「男女共同参画・人権に
ついての市民アンケー

ト調査」実施 

2014年 

(平成26年) 

 ◆「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護等

に関する法律」改正(生活
の根拠を共にする交際相
手からの暴力も法の適用

対象)(平成25年公布) 
◆「すべての女性が輝く政
策パッケージ」決定 

  

2015年 

（平成 27年） 

 ◆｢女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法
律(女性活躍推進法)」公
布・施行 

◆「第４次男女共同参画基
本計画」閣議決定 

 ◆｢生駒市男女共同参画

行動計画 (第 ３ 次 )   
You&Iプラン ｣及び
「前期実施計画｣策定 

2016年 

（平成28年） 

 ◆「ストーカー＊規制法」 
改正 

 

◆｢奈良県女性の輝き・活
躍促進計画（第３次奈良

県男女共同参画計画）」
策定 

◆「生駒市特定事業主行
動計画」策定 

2017年 

（平成２９年） 

◆G７タオルミーナ・サミッ
ト開催（イタリア）・宣言文

採択 
◆APEC女性と経済フォー
ラム開催（ベトナム）・声

明文採択 

◆「男女雇用機会均等法」
改正（妊娠・出産等に関

するハラスメント防止措
置義務の新設） 

◆「育児・介護休業法」改正 

◆刑法改正（強姦罪の構成
要件及び法定刑の見直し
等） 

◆国家公務員の旧姓使用
の拡大 

◆「なら女性活躍推進倶楽
部」設置 

◆「奈良県女性活躍推進宣
言」 

 

2018年 

（平成３０年） 

 ◆「政治分野における男女
共同参画の推進に関す

る法律」が制定・施行 
◆「セクシャルハラスメント＊

対策の強化について～

メディア・行政間での事
案発生を受けての緊急
対策～」の策定 

◆「働き方改革を推進する
ための関係法律の整備
に関する法律」成立 

◆「奈良県配偶者等からの
暴力防止及び被害者支

援基本計画（第４次）」策
定 
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年次 世界の動き 日本の動き 県の動き 市の動き 

2019年 

（令和元年）  

◆20大阪首脳宣言 
◆W20日本開催（第５回 

WAW!と同時開催） 

◆「DV*防止法」一部改正 
◆「労働施策総合推進法」 
改正 

◆「男女雇用機会均等法」 
改正 

◆「育児・介護休業法」改正 

◆「女性活躍推進に関する
意識調査」実施 

◆「第６次生駒市総合
計画」策定  

◆「SDGｓ *未来都市」

選定  
 
 

2020年 

（令和２年）  

◆64回国連女性の地位委

員会 

◆「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等
のための施策に関する
基本的な方針」改正 

◆｢第５次男女共同参画基
本計画｣閣議決定 

◆「少子化社会対策大綱」

策定 

 ◆「生駒市男女共同

参画行動計画（第３
次）後期実施計画」
策定  

2021年 

（令和３年）  

◆第65回国連女性の地位
委員会が国連部（ニュー
ヨーク）にてオンライン開

催 

◆「教育職員等による児童
生徒性暴力の防止等に
関する法律」成立 

◆「政治分野における男女
共同参画の推進に関す
る法律」改正・施行 

◆「改正育児・介護休業法」
の改正（男性育休の取得
促進） 

◆「男女でつくる幸せあふ
れる奈良県計画第４次奈
良県男女共同参画計画・

第２次奈良県女性活躍
推進計画」策定 

◆生駒市パートナーシッ
プ宣誓制度開始 

2022年 

（令和４年）  

◆G７男女共同参画担当大

臣会合（ドイツ）開催「G７
男女共同参画担当大臣
共同声明」を発表 

◆「困難な問題を抱える女

性への支援に関する法
律」制定 

◆「女性活躍推進法」改正・

施行 
◆「育児・介護休業法」施行
（男性育休の取得促進） 

  

2023年 

（令和５年）  

◆G７ジェンダー＊平等実

施報告書2023」公表 
◆日本初「G７男女共同参
画・女性活躍担当大臣会

合(栃木県日光市)」開催 
 

◆「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等
に関する法律の一部を
改正する法律」成立 

◆「刑法及び刑事訴訟法の
一部を改正する法律」及
び「性的な姿態を撮影す

る行為等の処罰及び押
収物に記録された性的
な姿態の影像に係る電

磁的記録の消去等に関
する法律」成立・施行 

◆「輝く女性の活躍を加速

する男性リーダーの会」
行動宣言に賛同 

◆｢男女共同参画・人権

についての市民アンケ
ート調査｣実施 
 

2024年 

（令和６年）  

 ◆女性の再婚禁止期間を
撤廃する改正民法が施

行 

◆「奈良県困難な問題を抱
える女性への支援のた

めの基本計画」 
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3 男女共同参画関連の法律・制度等一覧 

生駒市女性行動計画「女と男 You&I プラン」策定（１９９６年（平成８年）３月）以降に制定・改定さ

れたものについて掲載しています。 

年月日 法律・制度等名称 内容  

1998年 

(平成10年) 

４.１ 部分施行 

H11.４.１ 完全施行 

(H９.６.18 公布) 

雇用の分野における男女の均

等な機会及び待遇の確保等の
ための労働省関係法律の整備
に関する法律 

１ 男女雇用機会均等法(1986年施行 )の改正  

・募集・採用、配置・昇進等についての女性への

差別的取り扱いの禁止 

・セクシャルハラスメント＊防止への配慮 

・妊娠中又は出産後の女性労働者が保健指導
等を受けるための勤務時間の変更、勤務の軽
減等の義務付けなど 

２ 労働基準法（1947年施行）の改正 

・女性労働者に対する時間外・休日労働、深夜
業の規制の解消 

・多胎妊娠の場合の産前休業の延長(14週間) 

３ 育児・介護休業法(育児休業法1992年施行、
育児・介護休業法 1999年完全施行)の改正 

・育児・家族介護を行う一定範囲の男女労働者
に対して、深夜業の制限の権利を創設 

１２.１ 施行 

(３.25 公布) 

特定非営利活動促進法 

(NPO＊法) 

福祉、環境、国際協力、まちづくりなどさまざま

な分野で活躍している民間の非営利団体が、法
人格を取得し、銀行口座の開設、事務所の借り
上げ、不動産登記等の法律行為を団体名で行

うことができるようにし、その活動を促進する。 

1999年 

(平成11年) 

６.23 公布・施行 男女共同参画社会基本法 男女の人権が尊重され、かつ、社会情勢の変化

に対応できる豊かで活力ある社会を実現する

ことの緊急性にかんがみ、男女共同参画社会の
形成に関し、基本理念を定め、国、地方公共団
体及び国民の責務を明らかにするとともに、男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策の
基本となる事項を定めた。 

７.16 公布・施行 食料・農業・農村基本法 農業経営等への「女性の参画の推進」を規定

し、その機会を確保するための環境整備を推進
する。 

11.１ 施行 

(５.26 公布) 

児童買春、児童ポルノに係る行

為等の処罰及び児童の保護等
に関する法律(児童ポルノ禁止
法) 

1994年に批准された「児童の権利に関する条

約」の精神を踏まえ、より一層の児童の保護を
図るために成立したもので、18歳未満のものを
「児童」とし、児童買春や児童ポルノに係る行為

等について、懲役刑や罰金刑を定めるととも
に、心身に有害な影響を受けた児童の保護のた
めの措置等について規定した。 

12.１ 施行 

(７.７ 公布) 

改正労働者派遣事業法（労働

者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の就業条

件の整備等に関する法律） 

港湾運送業務、建設業務等以外の業務につい

て労働者派遣事業を行えるものとすること、改
正により拡大する業務につき派遣期間を1年に

制限すること、個人情報の保護、社会・労働保
険の加入促進、違法事案に係る申告制度の創
設など、派遣労働者の保護措置の拡充等を定

めた。 

    

ひと   ひと ゆうあい 
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年月日 法律・制度等名称 内容  

2000年 

(平成12年) 

４.１ 施行 

(H９.12.17 公布) 

介護保険法 加齢に伴って生じる疾病等により、介護を要す

る者等が自立した日常生活を営むことができる
よう、必要な保健医療サービスの給付を行い、

国民の保健医療の向上及び福祉の推進を図
る。 

11.20 施行  

(５.24 公布) 

児童虐待防止法（児童虐待の

防止等に関する法律） 

保護者の、その監護する児童(18歳未満)に対

する虐待(身体への暴行等、わいせつ行為、放
置など)を禁止し、児童の心身の成長を促進す
る。 

国及び地方公共団体は、児童虐待の早期発見

及び児童の迅速かつ適切な保護を行うため、関
連機関等との連携を強化し、必要な体制の整備
に努める。 

11.24 施行  

(５.24 公布) 

ストーカー＊規制法（ストーカ

ー行為等の規制等に関する法
律) 

従来、法律の規制の対象外とされていたストー

カー行為等を処罰するなど必要な規制を行う
ことや、警察による加害者への警告、被害者へ

の援助等を行うことが定められており、ストー
カー行為等への警察の介入が法により保障さ
れた。 

12.12 閣議決定 男女共同参画基本計画 男女共同参画社会基本法に基づく初めての基

本計画。11の重点目標を掲げ、それぞれについ
て、2010年までを見通した施策の基本的方向

と2005年度までに実施する具体的施策の内
容を示す。 

2001年 

(平成13年) 

１.１ 部分施行 

４.１ 完全施行 

(H12.５.12 公布) 

改正雇用保険法 育児休業中の給付を25％(1994年改正によ

る)から40％に改正。離職理由により給付日数
が異なる仕組みとする。 

10.１ 施行 

(４.25 公布) 

改正雇用対策法 労働者の再就職を促進するため、事業主の募

集・採用における年齢制限の緩和の努力義務を
新たに規定し、この努力義務規定に事業主が適

切に対応するための「年齢指針」を厚生労働大
臣が定めることとされた。 

10.13 部分施行 

H14.４.１ 完全施行  

(H13.４.13 公布) 

DV
*
防止法（配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に
関する法律) 

配偶者からの暴力の防止、被害者の保護を目

的として、行政の介入を積極的に可能とした。 

都道府県の婦人相談所等が配偶者暴力相談支
援センターと位置づけられ、中心的役割を担

う。センターが中心となって、警察その他の関係
機関等との連携を図り、被害者の早期保護・心
身の健康回復等に努める。被害者の申し立てに

より地方裁判所が保護命令を発せられることと
なった。 

11.16 部分施行 

H14.４.１ 完全施行 

(H13.11.16 公布) 

改正育児休業法（育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法
律） 

働きながら子どもを産み育てやすい雇用環境を

整備し、仕事と子育ての両立の負担を軽減するた
めの改正 

・育児休業等を理由とした不利益取り扱いの禁
止 

・時間外労働の制限 

・勤務時間の短縮等の措置の対象となる子の年

齢の引き上げ (１歳⇒３歳) 

・子の看護のための休暇の努力義務 

・転勤についての配慮 

・国による意識啓発 など 
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年月日 法律・制度等名称 内容  

2003年 

(平成15年) 

４.１ 施行 支援費制度 障がいのある人が自ら決定することを尊重し、利

用者の立場に立ってサービスを提供することを目
的に導入。障がいのある人自らがサービスを選択

し、サービス提供事業者との間で契約を結び、サ
ービスの提供を受ける。 

５.１ 施行 

(４.30 公布) 

改正雇用保険法 失業前の月収の６割を出していた失業手当を５割

に減額、基本手当日額の上限額も減額され、30
歳未満は2,096円、30～45歳未満は2,332
円、45～60歳未満は2,568円、60～65歳未

満は2,629円減る。雇用保険の加入期間が５年
以上では、パートの方が正社員よりも給付日数が
少なかったが、一本化される。 

７.16 公布・施行 

※ただし、国が定める行動

計画策定指針の策定は

平成15年８月22日か

ら、地方公共団体の行

動計画及び事業主の行

動計画の策定は平成17

年４月１日から施行。な

お、本法は令和17年３

月31日までの時限立法 

次世代育成支援対策推進法 少子化の急速な進行等を踏まえ、次代の社会を

担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の
整備を図るため、次世代育成支援対策について、

基本理念を定めるとともに、国による行動計画策
定指針、地方公共団体及び事業主による行動計
画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重

点的に推進するために必要な措置を講ずる。 

９.１ 施行 

(７.30 公布) 

少子化社会対策基本法 少子化の進展に歯止めをかけるため、少子化社

会において講ぜられる施策の基本理念を明らか
にし、少子化に的確に対処するための施策を総合

的に推進する。 

2004年 

(平成16年) 

３.１ 施行 

(H15.６.13 公布） 

改正労働者派遣法（職業安定法

及び労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する法
律) 

厳しい雇用情勢、働き方の多様化等に対応するた

め、職業紹介事業や労働者派遣事業が労働力需

給の迅速、円滑かつ的確な結合を図ることができ
るよう、これらの事業に係る規制の見直しなど。
物の製造業務への労働者派遣事業が可能となっ

たことや、医療機関等における医療業務の紹介予
定派遣の解禁などが盛り込まれた。 

６.４ 閣議決定 少子化社会対策大綱 少子化社会対策基本法に基づき、国の基本施策

として閣議決定されたもので、少子化の流れを変
えるために３つの視点を掲げるとともに、４つの
重点課題を設定し、重点課題に取り組むための

28の行動を掲げている。 

10.1 一部を除き施行 

 H17.４.１ 完全施行 
(H16.４.14 公布) 

改正児童虐待防止法（児童虐待

の防止等に関する法律） 

児童虐待の定義が、①保護者以外の同居人によ

る虐待行為も保護者のネグレクト（養育の怠慢・放

棄）の一類型として含まれること、②児童の目の
前でドメスティック・バイオレンス＊が行われるこ
と等、児童への被害が間接的なものについても含

まれること、と見直し拡大された。また、児童虐待
に関する通告義務も「証拠がなくても虐待を受け
たと思われる子どもを見つけた場合」に対象が拡

大されるとともに、国や地方公共団体の責務が、
児童虐待の予防及び早期発見から児童の自立支
援まで、各段階の責務が明記された。 

12.２ 施行 

(６.２ 公布) 

改正DV
*
防止法（配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護
に関する法律) 

暴力の範囲に心身に有害な影響を及ぼす言動が

含まれるとともに、国及び地方公共団体の責務の
明確化や、福祉事務所における自立支援、保護・

接近禁止・退去命令等の内容改正 

12.24 閣議決定 少子化社会対策大綱に基づく

重点施策の具体的実施計画に

ついて(子ども・子育て応援プ
ラン) 

｢少子化社会対策大綱｣に盛り込まれた４つの重

点課題に沿って、平成21年度までの５年間に講

ずる具体的な施策内容と目標を掲げるとともに、
施策の実施によって「子どもが健康に育つ社会、
子どもを生み、育てることに喜びを感じることが

できる社会」への転換がどのように進んでいるの
かが分かるよう、概ね10年後を展望した、めざす
べき社会の姿を掲げている。 
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年月日 法律・制度等名称 内容  

2005年 

(平成17年) 

４.１ 施行 

(H15.７.16 公布) 

改正児童福祉法 子育て短期預かり事業、居宅子育て支援事業、子

育て支援相談事業、子育て支援コーディネーター
事業などの法定化（市町村を実施主体） 

４.１ 施行 

(H16.12.８ 公布) 

改正育児・介護休業法 休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一

定の範囲の期間雇用者は育児休業や介護休業が
とれるようになった。子どもが１歳６か月に達する

まで育児休業ができるようになり、介護休業は要
介護状態に至るごとに１回、通算93日までとれる
ようになった。また、就学前児童について１年に５

日まで、病気やけがをした子の看護のための休暇
の取得ができるようになった。 

10.１ 一部施行 
(H18.４.１ 施行) 
(H17.６.29 公布) 

改正介護保険法 介護予防を大きな柱として、介護保険制度の見直
しが行われる。 
①予防重視型システムへの転換 

②施設給付の見直し 
③新たなサービス体系の確立 
④日常生活圏域の設定及び地域包括支援センタ

ーの設置 
⑤サービスの質の確保・向上 
⑥介護保険料負担の見直し 

12.26 策定 女性の再チャレンジ支援プラン 女性が安心して子育てしながら再チャレンジでき
るために支援を進め、女性が再チャレンジしやす

い社会を目指す。 
①地域におけるネットワークの構築等による再チ
ャレンジ支援 

②学習・能力開発支援 
③再就職支援 
④起業支援 

⑤国における総合的な情報提供・調査等 

12.27 閣議決定 第2次男女共同参画基本計画 男女共同参画社会基本法に基づく第２次の基本
計画。12の重点目標を掲げ、それぞれについて、
2020年までの施策の目標、施策の基本的方向

と2010年度までに実施する具体的施策の内容
を示す。 

2006年 

(平成18年) 

12.25 改定 「女性の再チャレンジ支援プラ

ン」改定 

プランを強化し、女性の再就職・起業等について
の総合的な支援策として新たなプランが取りまと
められる。 

①再チャレンジに必要な子育て支援等の充実 
②学習・能力開発支援の推進 
③支援対象ごとのきめ細かい再就職支援の推進 

2007年 

(平成19年) 

４.１ 施行 

(H18.６.21 公布) 
改正男女雇用機会均等法 職場で女性が母性を尊重されつつ、その能力を

十分発揮することができる雇用環境を整備する
ため、性別による差別禁止の範囲の拡大、妊娠等
を理由とする不利益取り扱いの禁止等を定めた。 

12.18 策定 「仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス＊）憲章」及び「仕

事と生活の調和推進のための
行動指針」 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲
章」は、国民全体の仕事と生活の調和の実現が我

が国社会を持続可能で確かなものにする上で不
可欠であることから、国は、国民運動を通じた気
運の醸成、制度的枠組みの構築や環境整備など

の促進・支援策に積極的に取り組むとされてい
る。 
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」は、

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲
章」で示す「仕事と生活の調和が実現した社会」を
実現するため、企業や働く者、国民の効果的な取

組、国や地方公共団体の施策の方針を定めてい
る。 
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年月日 法律・制度等名称 内容  

2008年 

(平成20年) 

１.11 施行 
(H19.７.11 公布) 

改正DV*防止法（配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護
に関する法律） 

改正法の概要 
①市町村基本計画の策定（努力義務） 
②配偶者暴力相談支援センターに関する改正 

③保護命令制度の拡充 
④裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの
保護命令の発令等に関する通知 

２.10 宣言 

(H19.９.28 議決) 

「生駒市男女共同参画都市宣

言」 

平成19年生駒市議会９月定例会にて議決。市を

挙げて男女共同参画社会づくりに取り組む本市
の姿勢を市内外に示すとともに男女共同参画へ
の関心を高め、気運を醸成するために行う表明。

平成20年２月10日に開催した生駒市男女共同
参画都市宣言記念集会において宣言を行った。 

４.１ 施行 
(H19.９.28 公布) 

生駒市男女共同参画推進条例 男女共同参画社会の実現を図ることを目的に、男
女共同参画の推進についての基本理念や、市、市
民、事業者、教育関係者の責務などを定めてい

る。 
また、男女共同参画の推進に関する事項について
調査審議するため、諮問機関として生駒市男女共

同参画審議会を設けるほか、市が実施する男女
共同参画施策や性別による差別的取扱いなど申
出に対応するための苦情処理機関として男女共

同参画専門委員を置くことを定めている。 

2009年 

(平成21年) 

４.１ 施行 
(H20.12.３ 公布) 

改正次世代育成支援対策推進
法 

地域や職場における、総合的な次世代育成支援
対策を推進するため、児童福祉法等の一部を改
正する法律が成立し、次世代育成支援対策推進法

の一部が改正される。 
主な改正点 
①行動計画の公表及び従業員への周知の義務化 

②行動計画の届出義務企業の拡大 (従業員101
人以上企業へ) 

2010年 

(平成22年) 

６.29 改定 「仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス＊）憲章」及び「仕
事と生活の調和推進のための

行動指針」の改定 

「憲章」は、新たに「ディーセント・ワーク（働きがい
のある人間らしい仕事）の実現」と、「『新しい公
共』への参加機会拡大等による地域社会の活性

化」などの項目が盛り込まれ、「行動指針」は、改
正育児・介護休業法、改正労基法等、法改正や経
済情勢を踏まえた見直しを行う。 

６.30 施行 

(H21.７.１ 公布) 

改正育児・介護休業法（育児・介

護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法
律） 

改正雇用保険法 

少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている

仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、
男女ともに子育て等をしながら働き続けることが
できる雇用環境を整備 

主な改正点 
①子育て期間中の働き方の見直し 
②父親も子育てができる働き方の実現 

③仕事と介護の両立支援 
④実効性の確保 

12.17 閣議決定 第３次男女共同参画基本計画 男女共同参画社会基本法に基づく第３次の基本
計画。15の重点目標を掲げ、それぞれについて、
2020年までを見通した長期的な政策の方向性

と2015年度末までに実施する具体的施策を示
す。 

2011年 

(平成23年) 

１月 発足 ジェンダー＊平等と女性のエン
パワーメント＊のための国連機

関(UN Women) 

2010年７月の国連総会決議において、既存のジ
ェンダー関連４機関であるジェンダー問題事務総

長特別顧問室 (OSAGI)、女性の地位向上部 
(DAW)、国連女性開発基金(UNIFEM)、国際婦
人調査訓練研修所 (INSTRAW)の４組織を統合

して設立。女性と女児に対する差別を撤廃し、女
性のエンパワーメントをはかり、かつ、パートナー
として、また開発、人権、人道活動、平和と安全の

恩恵を受ける者として男女間の平等を達成する
ために働く。 



73 

年月日 法律・制度等名称 内容  

2012年 

(平成24年) 

６.22 策定 「女性の活躍促進による経済活
性化行動計画」～働く「なでし
こ」大作戦～ 

女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣
僚会議が行動計画を取りまとめる。 
①男性の意識改革 

②思い切ったポジティブ・アクション＊ 
（積極的改善措置） 

③公務員から率先して取り組む 

2013年 

(平成25年)  

５.31 策定 「男女共同参画の視点からの防

災・復興の取組指針」 

過去の災害対応における経験を基に、男女共同

参画の視点から、必要な対策・対応について、地
方公共団体が取り組む際の基本的事項を示した
指針を作成 

2014年 

(平成26年) 

１.３ 施行 
(H25.７.３ 公布) 

改正DV*防止法（配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律） 

事実婚を含む配偶者と元配偶者の暴力に限って
いた対象を「生活の本拠を共にする交際相手から

の暴力」に準用し適用対象を拡大 
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等
に関する法律」に名称変更 

10.10 決定 「すべての女性が輝く政策パッ

ケージ」 

すべての女性が輝く社会づくり本部が平成27年

春頃までに早急に実施すべき施策を「すべての女
性が輝く政策パッケージ」として取りまとめた。 

201５年 

(平成2７年 ) 

９.４ 公布・施行 女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律 

女性の職業生活における活躍の推進について、そ
の基本原則を定め、迅速かつ重点的に推進し、豊か

で活力ある社会の実現を図る。 

12.25 閣議決定 第４次男女共同参画基本計画 男女共同参画社会基本法に基づく第４次の基本計

画。効果的な計画の推進を図るため４つの政策領
域を設定し、政策領域の下に重点的に取り組む12
の個別分野を設けて、平成37年度末までの「基本

的な考え方」並びに平成32年度末までを見通した
「施策の基本的方向」及び「具体的な取組」を定め
る。 

2017年 

（平成２９年）  

１.１ 施行 
(H28.３.31 公布） 

 

改正男女雇用機会均等法 
 

妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務
が新設され、妊娠等した労働者の就業環境の整

備が主な内容 

１.１ 施行 

(H28.３.31 公布） 
 

改正育児・介護休業法（育児休

業、介護休業等育児又は家族介
護を行う労働者の福祉に関す
る法律） 

介護休業の分割取得や介護休暇の取得単位の柔

軟化など、介護をしながら働く方や、有期契約労
働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくな
るように改正した。 

１.３ 一部を除き施行 

６.14 全面施行 
（H28.12.14 公布） 
 

改正ストーカー＊規制法 住居等の付近をみだりにうろつく行為及び電子

メールに類するその他の電気通信の送信等をす
ることの規制対象行為への追加、禁止命令等の制
度の見直し、ストーカー行為等に係る情報提供の

禁止、ストーカー行為等の相手方に対する援助の
措置等の拡充、罰則の引上げ、ストーカー行為罪
の非親告罪化等の改正を行った。 

７.１３ 施行 
（６.23 公布） 

改正刑法 主な改正点 
①強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等 

②監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設 
③強盗強姦罪の構成要件の見直し等 

2018年 
（平成３０年）  

５.23 公布・施行 政治分野における男女共同参
画の推進に関する法律 

衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男
女の候補者の数ができる限り均等となることを

目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団
体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれ
の公職の候補者の数について目標を定める等、

自主的に取り組むよう努めることなどを定めた。 

６.12 決定 セクシャルハラスメント＊対策の

強化について～メディア・行政
間での事案発生を受けての緊
急対策～」の策定 

 

メディアと行政の間でセクシャルハラスメント事

案が発生したことを踏まえ、政府を挙げて被害の
予防・救済・再発防止を図るため、施策を実施す
る。 

主なポイント 
①幹部公務員等へのセクハラ研修の義務化と、内
閣人事局による幹部候補者に対する研修受講

の徹底、確認 
②外部の者からの通報窓口の整備 
③被害者の二次被害防止のための取組 
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年月日 法律・制度等名称 内容  

2019年 
（令和元年）  

７.６ 公布・一部施行 働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律 

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方
を選択できる社会を実現する働き方改革を総合
的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔

軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公
正な待遇の確保等のための措置を講じた。 

６.５ 公布 
（５.29 成立） 

改正労働施策総合推進法 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用
の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が

改正され、職場におけるパワーハラスメント＊防止
対策が事業主に義務付けられた。 

12.27 公布 改正育児・介護休業法 育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護
休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・
介護休業法施⾏規則等が改正された。 

2020年  

（令和２年）  

４.１ 施行 

（R１.６.26 公布） 

改正DV*防止法 児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害

者の保護対策の強化を図るため、児童虐待と密
接な関連があるとされるＤＶの被害者の適切な保
護が行われるよう、相互に連携・協力すべき関係

機関として児童相談所が法文上明確化された。 

６.１ 施行 

（R１.６.５ 公布） 

改正男女雇用機会均等法 職場におけるセクシャルハラスメント＊及び妊娠・

出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策
等が強化された。 

５.29 閣議決定 「少子化社会対策大綱」策定 基本的な目標として「希望出生率1.8」の実現を
掲げ、目標実現のための具体的な道筋を示す狙

い。更に強力に少子化対策を推し進めるために必
要な安定財源の確保について、国民各層の理解
を得ながら、社会全体での費用負担の在り方を含

め、幅広く検討を進める。 

12.25 閣議決定 第５次男女共同参画基本計画 日本における経済社会環境や国際情勢の変化を

踏まえ、主体的に参画してきたジェンダー＊平等
に係る多国間合意の着実な履行の観点から、目
指すべき社会として改めて４つの目標を提示し、

その実現を通じて、男女共同参画社会基本法が
目指す男女共同参画社会の形成の促進を図って
いく。 

2021年 

（令和３年）  

６.16 公布・施行 改正政治分野の男女共同参画

推進法（政治分野における男女
共同参画の推進に関する法律） 

政治分野への女性の参画は徐々に進められてい

るものの、諸外国と比べると大きく遅れているこ
とや、男女を問わず、立候補や議員活動等をしや
すい環境整備などが必要という背景より、政党そ

の他の政治団体の取組の促進や国・地方公共団
体の施策の強化が行われた。 

2022年 
（令和４年）  

４.１ 施行 
（R４.５.25 公布） 

困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律 

女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女
性であることにより様々な困難な問題に直面す
ることが多い。そのような困難な問題を抱える女

性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える
女性への支援のための施策を推進する。 

４.１ 施行 
（R３.６.４ 公布） 

教育職員等による児童生徒性
暴力の防止等に関する法律 
 

児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等
による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策
を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に

資することを目的とする。 

７.８ 施行 「女性活躍推進法」の省令・告示
の改正 

情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加する
とともに、常時雇用する労働者が301人以上の
事業主を対象として、当該項目の公表が義務付け

られる。 

10.１ 施行 

（R３.６.９ 公布） 

改正育児・介護休業法 

（男性育休の取得促進） 

出生時育児休業（産後パパ育休）の創設が行わ

れ、育児休業の分割取得が可能となる。 
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年月日 法律・制度等名称 内容  

2023年 

(令和５年 )  

４.１ 施行 
（R５.５.１９ 公布） 

改正DV
*
防止法 

（配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律

の一部を改正する法律） 

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立
支援等の体制を整備することにより、配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護を図る。 

改正のポイント 

①申し立てができる被害者の拡大 
②保護命令の種類の拡大 
➂命令の有効期間の伸長 

④厳罰化 

６.２３ 公布・施行 性的指向及びジェンダーアイデ
ンティティの多様性に関する国
民の理解の増進に関する法律 

性的マイノリティ*の人々が、性的指向及びジェン
ダーアイデンティティの多様性に関して国民の理
解が進んでいないことによって生きづらさを感じ

ていることなどを立法事実として、性的指向及び
ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国
民の理解の増進を図ることを目的として制定。 

施策の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方
公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本
計画の策定その他の必要な事項を定めることに

より、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生
する社会の実現を目指すものである。 

７.１３ 施行 
（６.23 公布） 

改正刑法 
改正刑事訴訟法 
性的な姿態を撮影する行為等

の処罰及び押収物に記録され
た性的な姿態の影像に係る電
磁的記録の消去等に関する法

律 

性的な姿態を撮影する行為、これにより生成され
た記録を提供する行為等を処罰するとともに、性
的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写

した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に
記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録
の消去等の措置をすることによって、性的な姿態

を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を
防止することを目的とする。 

2024年 
（令和６年）  

４.１ 施行 
 

改正民法 嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃
止が行われた。 

①婚姻の解消等（離婚など）の日から300日以内
に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性
と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子

と推定されることとなった。 
②女性の再婚禁止期間が廃止された。 
③夫のみ認められていた嫡出否認権が子及び母に

も認められ、出訴期間が１年から３年になった。 
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４ 生駒市男女共同参画推進条例 

平成 19年９月 28日 

条例第 24号 

 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条―第９条) 

第２章 基本的施策(第 10条―第 22条) 

第３章 男女共同参画審議会(第 23条) 

第４章 雑則(第 24条) 

附則 

 

個人の尊重と法の下の平等が日本国憲法にうたわれており、す

べての人が、性別にかかわりなく一人の人間として尊重され、その

能力を発揮しながら、のびやかに生きていくことのできる社会の

実現は、私たち一人一人の願いです。 

男女平等の実現に向けては、国際婦人年以来、国際的な取組が

行われ、我が国でも男女共同参画社会基本法が制定され、男女共

同参画社会の実現は、21世紀の最重要課題と位置付けられまし

た。 

私たちのまち生駒市においても、これまで男女共同参画を推進

するため、様々な施策を長期的かつ継続的に進めてきました。 

しかし、性別による固定的な役割分担意識やそれを反映した社

会通念や慣行、様々なハラスメントや虐待等が依然として存在して

いること、仕事と家庭の両立への願いが必ずしもかなえられてい

ないこと、また、女性の意思決定の場への参画が十分とはいえない

こと等、男女共同参画社会の実現には多くの課題が残されていま

す。 

さらに、少子高齢化を始めとして情報化、国際化等の社会環境

の急速な変化に伴い、家族や地域社会の在り方も大きく問い直さ

れています。 

こうした現状を踏まえ、私たちは、生駒山麓に広がる緑豊かな生

駒市を、あらゆる人がお互いを大切にしながら支えあい、生き生き

と暮らせるぬくもりのあるまちとするため、男女共同参画社会の実

現を目指すことを決意し、ここに、この条例を制定します。 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定

め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとと

もに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、も

って本市における男女共同参画社会の実現を図ることを目的と

する。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(１) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自ら

の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社

会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任

を担うことをいう。 

(２) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格

差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか

一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(３) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤し、又は通学す

る者をいう。 

(４) 事業者 市内において事業活動を行う法人その他の団体

及び個人をいう。 

(５) 教育関係者 市内において学校教育、社会教育その他の

教育に携わる個人及び法人その他の団体をいう。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり、推進さ

れなければならない。 

(１) 何人も、性別にかかわらず個人としての尊厳が重んぜら

れること、直接的であるか間接的であるかを問わず性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、及び個人としての能力

を発揮する機会が適正に確保されること。 

(２) 男女が、互いの性及び身体的特徴に関する理解を深める

とともに、性と生殖に関する個人の意思が尊重され、生涯に

わたる健康の保持が図られること。 

(３) 家族を構成する男女が、互いの協力及び社会の支援の下

に、家族の多様性を理解し、家事、育児、介護その他の家庭

生活において家族の一員としての役割を円滑に果たすとと

もに、地域活動その他の社会活動に対等に参画できること。 

(４) 何人も、性別による固定的な役割分担意識に基づく慣

習、慣行又は社会制度にとらわれることなく、自己の意思及

び責任において活動できること。 

(５) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又

は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画

する機会が確保されること。 

(６) すべての市民が、国籍にかかわらず、等しく自らの意思に

より活躍する機会が確保されること。 

(７) 国際的な理解及び協調の下に、男女共同参画が推進され

ること。 

(市の責務) 

第４条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)

にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置

を含む。以下同じ。)を策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たっては、国、他の地方公共団

体、市民、事業者及び教育関係者と連携を図りつつ取り組まなけ

ればならない。 

３ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要

な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。 

(市民の責務) 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その

他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努め

なければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力

するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、業務に従事する

すべての者に対して職業生活と家庭生活との両立ができるよう

配慮するとともに、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に

努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協

力するよう努めなければならない。 

(教育関係者の責務) 

第７条 教育関係者は、男女共同参画社会の形成に果たす教育の

重要性を認識し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努

めなければならない。 
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２ 教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施

策に協力するよう努めなければならない。 

(性別による人権侵害の禁止) 

第８条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分

野において、直接的であるか間接的であるかを問わず、性別に

よる差別的取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野に

おいて、セクシュアル・ハラスメント(生活のあらゆる場において、

他者に不快感又は不利益を与えるような性的な言動をいう。)を

行ってはならない。 

３ 何人も、個人の尊厳を踏みにじるドメスティック・バイオレンス

(配偶者、恋人等親しい関係の者からの身体的、性的、心理的、社

会的又は経済的な暴力をいう。)を行ってはならない。 

(広告物等の表現への配慮) 

第９条 何人も、広告物等の表現において、性別による固定的な役

割分担意識及び男女間の暴力等を助長し、又は連想させる表現

並びに人権を侵害する性的な表現を用いないよう努めなければ

ならない。 

 

第２章 基本的施策 

(行動計画) 

第 10条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するための基本的な計画(以下「行動計画」とい

う。)を策定しなければならない。 

２ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、生駒市男女共同参

画審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、市民、事業者及び

教育関係者(以下「市民等」という。)の意見が反映されるよう適

切な措置を講じなければならない。 

４ 市長は、行動計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

５ 前 3項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

(年次報告) 

第 11条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況

について、年次報告書を作成し、これを公表しなければならな

い。 

(推進体制の整備) 

第 12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企

画し、調整し、及び実施するための推進体制を整備するものとす

る。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第 13条 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配

慮しなければならない。 

(調査研究等) 

第 14条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要

な調査研究を行うとともに、その成果を当該施策に反映させるも

のとする。 

(積極的改善措置) 

第 15条 市は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分

野における活動において男女間に参画する機会の格差が生じて

いる場合には、市民等と協力し、積極的に当該格差を改善するた

めの措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 市は、審議会等の委員の委嘱等を行う場合には、男女の委員の

数の均衡を図るよう努めなければならない。 

(広報活動等) 

第 16条 市は、男女共同参画の推進について、市民等の理解を深

めるため、必要かつ適正な広報活動を行うとともに、学習機会

等を提供する等の措置を講ずるものとする。 

２ 市は、男女共同参画に対する関心及び理解を深める取組を市

民等に広く周知するため、男女共同参画の推進に関する週間を設

ける。 

(家庭生活における活動とその他の活動との両立支援等) 

第 17条 市は、家族を構成する男女が、互いの協力の下に、家

事、育児、介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地

域等における活動とを両立できるよう支援を行うものとする。 

２ 市は、子育て支援の強化のために特別な配慮を必要とする者が

その個性及び能力を十分に発揮できる機会を活用することがで

きるよう、情報提供、養育環境の整備等必要な支援を行うものと

する。 

(市民等に対する支援及び協力) 

第 18条 市は、市民等が男女共同参画の推進に関して行う諸活

動に対し、必要な支援及び協力を行うものとする。 

(雇用の分野における男女共同参画の推進) 

第 19条 市は、事業者に対し、雇用の分野において男女共同参画

が推進されるよう、情報提供等必要な支援に努めなければなら

ない。 

２ 市は、多様な就労形態の確保及び就労機会の拡充のため、関係

機関と連携して、事業者に対し、情報提供、意識啓発等必要な支

援に努めなければならない。 

３ 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画

の実態を把握するための調査について、協力を求めることがで

きる。 

(教育及び学習の推進) 

第 20条 市は、市民の男女共同参画に対する関心及び理解を深

めるため、教育及び学習の機会の拡充、指導者の育成その他男

女共同参画に関する教育及び学習の推進に必要な措置を講ずる

ものとする。 

２ 市は、幼児教育及び学校教育において、教育関係者が幼児、児

童及び生徒に男女共同参画の推進に関する分かりやすい実践が

できるよう支援に努めるものとする。 

３ 市は、社会教育において、互いに人権を尊重する社会を築くこ

とができるよう、青少年及び社会人に対し、男女共同参画に関す

る教育を実施するものとする。 

(苦情等の申出への対応) 

第 21条 市民等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する

施策に対する苦情等があるとき、又は性別による差別的取扱い

その他の男女共同参画の推進を阻害すると認められるものがあ

るときは、その旨を市長に申し出ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出(以下「苦情等の申出」という。)

があったときは、関係機関と連携して適切な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

３ 市長は、苦情等の申出に対応するための相談窓口を設置するも

のとする。 

４ 市長は、苦情等の申出を適切かつ迅速に処理するため、生駒市

男女共同参画専門委員を置き、苦情等の申出に係る事案を調査

させるものとする。 

５ 前各項に定めるもののほか、苦情等の申出及びその処理に関し

必要な事項は、規則で定める。 

(取組拠点の充実) 

第 22条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施及び市

民等による男女共同参画の推進に関する取組の拠点の充実に努

めるものとする。 

 

第３章 男女共同参画審議会 

第 23条 第 10条第２項に定めるもののほか、男女共同参画の推

進に関する事項について調査審議するため、生駒市男女共同参

画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

２ 審議会は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況につ

いて、調査を行い、市長に対して意見を述べることができる。 

３ 審議会は、委員 15人以内をもって組織する。 

４ 委員は、学識経験のある者、市民その他市長が必要と認める者

のうちから市長が委嘱する。 
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５ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10分の４未

満であってはならない。 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任されることを妨げな

い。 

７ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

８ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要

な事項は、規則で定める。 

 

 

 

 

第４章 雑則 

(委任) 

第 24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期

末手当に関する条例の一部改正) 

２ 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び

期末手当に関する条例(昭和 31年 11月生駒市条例第 12号)

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略
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５ 生駒市男女共同参画都市宣言 

 
（平成 20年２月 10日宣言） 

 

私たちは 

 

男女平等を基本理念とし 

 

互いの人権を尊重し 

 

男女が共に一人の人間として自立し 

 

自らの意思で生き方を選択し 

 

社会のあらゆる分野に対等に参画し 

 

喜びと責任を分かち合い 

 

あらゆる人が心豊かに生き生きと暮らせる生駒市を築くため 

 

ここに「男女共同参画都市」を宣言します 
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６ 男女共同参画社会基本法 

 
(平成 11年法律第 78号) 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第 12条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第 13条―第 21条） 

第３章 男女共同参画会議（第 21条―第 28条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が

うたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会にお

ける取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社

会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその

人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現

は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一

世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあら

ゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らか

にしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民

の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に

推進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢

の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要

性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定

め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにすると

ともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本と

なる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合

的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に

参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に

責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置前号に規定する機会に係る男女間の格差を

改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に

対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重

んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこ

と、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることそ

の他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなけれ

ばならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度

又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女

の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすこ

とにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそ

れがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の

社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立

なものとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員

として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体

における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保さ

れることを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互

の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家

庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に

果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにす

ることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組

と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会

の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形

成についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を

含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有す

る。 

（地方公共団体の責務） 

第９条地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の

形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方

公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

（国民の責務） 

第 10条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる

分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に

寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第 11条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を

講じなければならない。 

（年次報告等） 

第 12条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況

及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

についての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状

況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しな

ければならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施

策 

（男女共同参画基本計画） 

第 13条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形



 

81 

成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるもの

とする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事

項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同

参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな

い。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき

は、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならな

い。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用

する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都

道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計

画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画

計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町

村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければな

らない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町

村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっ

ては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念

に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければな

らない。 

（苦情の処理等） 

第 17条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認

められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性

別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻

害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救

済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第 18条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会

の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進す

るように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第 19条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促

進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女

共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進

を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会の

形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その

他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第 21条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置

く。 

（所掌事務） 

第 22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第 13条第３項に規定する事

項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の

諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認

めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述

べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会

の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第 23条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

（議長） 

第 24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第 25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が

指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のう

ちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分

の五未満であってはならない。 

３ 第１項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数

は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはなら

ない。 

４ 第１項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第 26条 前条第１項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、

補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第 27条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると

認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要

な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協

力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認め

るときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を

依頼することができる。 

（政令への委任） 

第 28条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その

他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 
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第２条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃

止する。 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法

（以下「旧審議会設置法」という。）第１条の規定により置かれた

男女共同参画審議会は、第 21条第１項の規定により置かれた

審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条第１項の規定に

より任命された男女共同参画審議会の委員である者は、この法

律の施行の日に、第 23条第１項の規定により、審議会の委員と

して任命されたものとみなす。この場合において、その任命され

たものとみなされる者の任期は、同条第２項の規定にかかわら

ず、同日における旧審議会設置法第４条第２項の規定により任命

された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同

一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１項の規定に

より定められた男女共同参画審議会の会長である者又は同条第

３項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法

律の施行の日に、第 24条第１項の規定により審議会の会長と

して定められ、又は同条第３項の規定により審議会の会長の職

務を代理する委員として指名されたものとみなす。 
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７ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成 13年法律第 31号） 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の２・第２条の３） 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等（第３条―第５条の４） 

第３章 被害者の保護（第６条―第９条の２） 

第４章 保護命令（第 10条―第 22条） 

第５章 雑則（第 23条―第 28条） 

第５章の２ 補則（第 28条の２） 

第６章 罰則（第 29条―第 31条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が

うたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われて

いる。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な

人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に

行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの

場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が

暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げと

なっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図る

ためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施

策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根

絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等

の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの

身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は

身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる

心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第 28条の２

において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者か

らの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又は

その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者

をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の

届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者

が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとと

もに、被害者の保護（被害者の自立を支援することを含む。以下

同じ。）を図る責務を有する。 

 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労

働大臣（以下この条及び次条第５項において「主務大臣」とい

う。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３

項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都

道府県基本計画及び同条第３項の市町村基本計画の指針となる

べきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的

な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を

実施するために必要な国、地方公共団体及び民間の団体の連

携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとすると

きは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならな

い。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県におけ

る配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本

計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的

な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の

実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を

実施するために必要な当該都道府県、関係地方公共団体及び

民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、

都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する

基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）

を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又

は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を

行うよう努めなければならない。 

 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 
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第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支援センタ

ーその他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談

支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよう

にするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は

女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学

的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害

者及びその同伴する家族。次号、第六号、第５条、第８条の３及

び第９条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一

時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促

進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報

の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。 

五 第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提

供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援センターが、自ら行

い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う

ものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職

員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その委託を

受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たって

は、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。 

（女性相談支援員による相談等） 

第４条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行

うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第５条 都道府県は、女性自立支援施設において被害者の保護を

行うことができる。 

（協議会） 

第５条の２ 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関、関係団体、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事す

る者その他の関係者（第５項において「関係機関等」という。）に

より構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織するよう

努めなければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができ

る。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を図るため

に必要な情報の交換を行うとともに、被害者に対する支援の内

容に関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で

定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 

５ 協議会は、第３項に規定する情報の交換及び協議を行うため必

要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提

供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

（秘密保持義務） 

第５条の３ 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正

当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らして

はならない。 

（協議会の定める事項） 

第５条の４ 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に

関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身

体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）を受けてい

る者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又

は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者

からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者

を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は

警察官に通報することができる。この場合において、その者の意

思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治 40年法律第 45号）の秘密漏示罪の規定その他の

守秘義務に関する法律の規定は、前 2項の規定により通報する

ことを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者

からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者

を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター

等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなけれ

ばならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は

相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第３条第３

項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容

について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けるこ

とを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われている

と認めるときは、警察法（昭和 29年法律第 162号）、警察官職

務執行法（昭和 23年法律第 136号）その他の法令の定めると

ころにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴

力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所

在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第 15

条第３項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を

受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止す

るための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認

めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家

公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止す

るための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生

を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）に定める福祉

に関する事務所（次条において「福祉事務所」という。）は、生活

保護法（昭和 25年法律第 144号）、児童福祉法（昭和 22年

法律第 164号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 39年

法律第 129号）その他の法令の定めるところにより、被害者の

自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務

所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関その他

の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な

保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努

めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 
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第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の

執行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ

迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第４章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第 10条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身

体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする

脅迫（以下この章において「身体に対する暴力等」という。）を受

けた者に限る。以下この条並びに第 12条第１項第三号及び第

四号において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴

力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ

れた場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条及び第

12条第１項第二号から第四号までにおいて同じ。）からの更な

る身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害

を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てによ

り、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して１年

間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居

を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において被害

者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その

通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ず

るものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接近禁止

命令」という。）を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申

立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接

近禁止命令の効力が生じた日から起算して１年を経過する日ま

での間、被害者に対して次に掲げる行為をしてはならないことを

命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は

その知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除

き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、通信文その他の情

報（電気通信（電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）第２

条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第６項

第一号において同じ。）の送信元、送信先、通信日時その他の

電気通信を行うために必要な情報を含む。以下この条におい

て「通信文等」という。）をファクシミリ装置を用いて送信し、若

しくは電子メールの送信等をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後 10時から午前６時まで

の間に、電話をかけ、通信文等をファクシミリ装置を用いて送

信し、又は電子メールの送信等をすること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させ

るような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置く

こと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る

状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。以下この号におい

て同じ。）に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその

知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記

録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこ

と。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置

（当該装置の位置に係る位置情報（地理空間情報活用推進基

本法（平成 19年法律第 63号）第２条第１項第一号に規定す

る位置情報をいう。以下この号において同じ。）を記録し、又は

送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下

この号及び次号において同じ。）（同号に規定する行為がされ

た位置情報記録・送信装置を含む。）により記録され、又は送

信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報

を政令で定める方法により取得すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信

装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた

物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信

装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為を

すること。 

３ 第１項の場合において、被害者がその成年に達しない子（以下こ

の項及び次項並びに第 12条第１項第三号において単に「子」と

いう。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ

戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情がある

ことから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会す

ることを余儀なくされることを防止するため必要があると認め

るときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被

害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日

以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して１年を経過す

る日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校そ

の他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の

住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはい

かいしてはならないこと及び当該子に対して前項第二号から第

十号までに掲げる行為（同項第五号に掲げる行為にあっては、電

話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信

することに限る。）をしてはならないことを命ずるものとする。た

だし、当該子が 15歳以上であるときは、その同意がある場合に

限る。 

４ 第１項の場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と

社会生活において密接な関係を有する者（被害者と同居してい

る子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項

並びに第 12条第１項第四号において「親族等」という。）の住居

に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその

他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と

面会することを余儀なくされることを防止するため必要がある

と認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が

生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して１年

を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に

生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）

その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当

該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の 15歳未満の子を除

く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族等が 15歳未満

の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人

の同意）がある場合に限り、することができる。 

６ 第２項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各

号のいずれかに掲げる行為（電話をかけること及び通信文等を

ファクシミリ装置を用いて送信することを除く。）をいう。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

（平成 14年法律第 26号）第２条第一号に規定する電子メー

ルをいう。）その他のその受信をする者を特定して情報を伝達

するために用いられる電気通信の送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、内閣府

令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第 10条の２ 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等

に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告

知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者

に限る。以下この条及び第 18条第１項において同じ。）が、配偶

者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を
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受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場

合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、第 12条第

2項第二号及び第 18条第１項において同じ。）から更に身体に

対する暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危

害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立て

により、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日から起算して

２月間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建

物又は区分建物（不動産登記法（平成 16年法律第 123号）第

２条第二十二号に規定する区分建物をいう。）の所有者又は賃借

人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあった

ときは、６月間）、被害者と共に生活の本拠としている住居から

退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこ

とを命ずるものとする。ただし、申立ての時において被害者及び

当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

（管轄裁判所） 

第 11条 接近禁止命令及び前条の規定による命令（以下「退去等

命令」という。）の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内

に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を

管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地

方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が行わ

れた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方

裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第 12条 接近禁止命令及び第 10条第２項から第４項までの規

定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でし

なければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況（当該身体

に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者から

の身体に対する暴力等を受けたときにあっては、当該配偶者

であった者からの身体に対する暴力等を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体に対す

る暴力等により、生命又は心身に重大な危害を受けるおそれ

が大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第 10条第３項の規定による命令（以下この号並びに第 17

条第３項及び第４項において「３項命令」という。）の申立てを

する場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため

当該３項命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての

時における事情 

四 第 10条第４項の規定による命令の申立てをする場合にあ

っては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要

があると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前

各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を

求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事

項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属

官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしな

ければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を

受けた状況（当該身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫

を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消され

た場合であって、当該配偶者であった者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫を受けたときにあっては、当該

配偶者であった者からの身体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対する暴

力を受けることにより、生命又は身体に重大な危害を受ける

おそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前

二号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を

求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事

項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属

官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

３ 前２項の書面（以下「申立書」という。）に第１項第５号イからニま

で又は前項第３号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合

には、申立書には、第１項第１号から第４号まで又は前項第１号及

び第２号に掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面

で公証人法（明治 41年法律第 53号）第 58条ノ二第１項の認

証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第 13条 裁判所は、接近禁止命令、第 10条第２項から第４項ま

での規定による命令及び退去等命令（以下「保護命令」という。）

の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとす

る。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第 14条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことがで

きる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。た

だし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達

することができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第 12条第１項第５号イからニまで又は同条第２項第３

号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、

当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対

し、申立人が相談し、又は援助若しくは保護を求めた際の状況及

びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求

めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援セ

ンター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものと

する。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相

談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談を受

け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の

規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求める

ことができる。 

（期日の呼出し） 

第 14条の２ 保護命令に関する手続における期日の呼出しは、呼

出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知

その他相当と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日

の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出

頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不

利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを

受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。 

（公示送達の方法） 

第 14条の３ 保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所

書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき

者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 
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第 14条の４ 保護命令に関する手続における申立てその他の申

述（以下この条において「申立て等」という。）のうち、当該申立て

等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等（書面、書

類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。次項及び第４項において同じ。）をもってする

ものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に

対してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官

又は裁判所書記官に対してするものを含む。）については、当該

法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところによ

り、電子情報処理組織（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力

装置を含む。以下この項及び第３項において同じ。）と申立て等

をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。）を用いてすることができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を

書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令

の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該

申立て等に関する法令の規定を適用する。 

３ 第１項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当

該裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第１項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定

により署名等（署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に

記載することをいう。以下この項において同じ。）をすることとさ

れているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令

の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で

定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じな

ければならない。 

５ 第１項の規定によりされた申立て等が第３項に規定するファイ

ルに記録されたときは、第１項の裁判所は、当該ファイルに記録

された情報の内容を書面に出力しなければならない。 

６ 第１項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法

令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、

謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとす

る。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第 15条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さな

ければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合に

は、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭し

た口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、その効

力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及

びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は

道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援

センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた事

実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第 12条第１項第五号

イからニまで又は同条第２項第三号イからニまでに掲げる事項の

記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発し

た旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴

力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴

力相談支援センターが２以上ある場合にあっては、申立人がその

職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も

遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第 16条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗

告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因とな

ることが明らかな事情があることにつき疎明があったときに限

り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効

力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることがで

きる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処

分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる場合に

おいて、第 10条第２項から第４項までの規定による命令が発せ

られているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じな

ければならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることが

できない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、第 10条

第２項から第４項までの規定による命令が発せられているとき

は、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命令について、

第３項若しくは第４項の規定によりその効力の停止を命じたとき

又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速

やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談

支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに抗告裁判

所が保護命令を取り消した場合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第 17条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをし

た者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消さなけ

ればならない。接近禁止命令又は第 10条第２項から第４項まで

の規定による命令にあっては接近禁止命令が効力を生じた日か

ら起算して３月を経過した日以後において、退去等命令にあって

は当該退去等命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過

した日以後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該

裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確

認したときも、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所が前項の規

定により当該接近禁止命令を取り消す場合について準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた日から起

算して６月を経過した日又は当該３項命令が効力を生じた日か

ら起算して３月を経過した日のいずれか遅い日以後において、当

該３項命令を発した裁判所に対し、第 10条第３項に規定する要

件を欠くに至ったことを理由として、当該３項命令の取消しの申

立てをすることができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取消しに係

る３項命令の申立てをした者の意見を聴かなければならない。 

５ 第３項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告

をすることができる。 

６ 第３項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生じな

い。 

７ 第 15条第３項及び前条第７項の規定は、第１項から第３項まで

の場合について準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第 18条 退去等命令が発せられた後に当該発せられた退去等命

令の申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫と同一の事実を理由とする退去等命令の再度の申立てが

あったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住

居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのでき

ない事由により当該発せられた命令の期間までに当該住居から

の転居を完了することができないことその他の退去等命令を再

度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、退去

等命令を発するものとする。ただし、当該退去等命令を発するこ

とにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認める

ときは、当該退去等命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第 12条の規定の適用につ

いては、同条第２項各号列記以外の部分中「事項」とあるのは「事

項及び第 18条第１項本文の事情」と、同項第三号中「事項に」と

あるのは「事項及び第 18条第１項本文の事情に」と、同条第３項
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中「事項に」とあるのは「事項並びに第 18条第１項本文の事情

に」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第 19条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記

官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若し

くは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求す

ることができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立て

に関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定が

あり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、こ

の限りでない。 

第 20条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第 21条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に

関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法

（平成８年法律第 109号）第１編から第４編までの規定（同法第

71条第２項、第 91条の２、第 92条第９項及び第 10項、第

92条の２第２項、第 94条、第 100条第２項、第１編第５章第４

節第３款、第 111条、第１編第７章、第 133条の２第５項及び第

６項、第 133条の３第２項、第 151条第３項、第 160条第２

項、第 185条第３項、第 205条第２項、第 215条第２項、第

227条第２項並びに第 232条の２の規定を除く。）を準用す

る。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に

読み替えるものとする。 

 

第 112条第１項本文 前条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも

送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲

示場への掲示を始めた 

第 112条第１項ただし書 前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた 

第 113条 書類又は電磁的記録 書類 

記載又は記録 記載 

第 111条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも

送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲

示場への掲示を始めた 

第 133条の３第１項 記載され、又は記録された書面又は電

磁的記録 

記載された書面 

当該書面又は電磁的記録 当該書面 

又は電磁的記録その他これに類する書

面又は電磁的記録 

その他これに類する書面 

第 151条第２項及び第231条の

2第２項 

方法又は最高裁判所規則で定める電子

情報処理組織を使用する方法 

方法 

第 160条第１項 

 

最高裁判所規則で定めるところにより、

電子調書（期日又は期日外における手

続の方式、内容及び経過等の記録及び

公証をするためにこの法律その他の法

令の規定により裁判所書記官が作成す

る電磁的記録をいう。以下同じ。） 

調書 

第 160条第３項 

 

前項の規定によりファイルに記録され

た電子調書の内容に 

調書の記載について 

第 160条第４項 

 

第２項の規定によりファイルに記録され

た電子調書 

調書 

当該電子調書 当該調書 

第 160条の２第１項 条第２項の規定によりファイルに記録さ

れた電子調書の内容 

調書の記載 

第 160条の２第２項 その旨をファイルに記録して 調書を作成して 

第205条第３項 

 

事項又は前項の規定によりファイルに

記録された事項若しくは同項の記録媒

体に記録された事項 

事項 

第215条第４項 

 

事項又は第２項の規定によりファイルに

記録された事項若しくは同項の記録媒

体に記録された事項 

事項 

第231条の３第２項 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で

定める電子情報処理組織を使用する 

又は送付する 

第261条第４項 電子調書 調書 

記録しなければ 記載しなければ 

 

 

（最高裁判所規則） 

第 22条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続

に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

 

第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第 23条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に

職務上関係のある者（次項において「職務関係者」という。）は、

その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれてい

る環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその

人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に

10分な配慮をしなければならない。 
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２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配

偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研

修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第 24条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関

する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとす

る。 

（調査研究の推進等） 

第 25条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方

法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調

査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質

の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第 26条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要

な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第 27条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければ

ならない。 

一 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人

相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

二 第３条第３項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時

保護（同条第４項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満

たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員

が行う業務に要する費用 

四 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福

祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及

びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行

う業務に要する費用を支弁しなければならない。 

（国の負担及び補助） 

第 28条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第１

項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に

掲げるものについては、その 10分の５を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の 10分

の５以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同

項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第２項の規定により支弁した費用 

 

第５章の２ 補則 

（この法律の準用） 

第 28条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規定は、生活

の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類する共

同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手から

の暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、

当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、

その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあっ

た者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該

暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの

規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第 28条の２に規定す

る関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

第２条 

 

被害者 被害者（第28条の２に規定する関係にある相手から

の暴力を受けた者をいう。以下同じ。） 

第６条第１項 配偶者又は配偶者であった者 同条に規定する関係にある相手又は同条に規定する

関係にある相手であった者 

第 10条第１項から第４項まで、第 11 条第

２項第二号、第 12条第１項第一号から第四

号まで及び第 18条第１項 

配偶者 第28条の２に規定する関係にある相手 

 

第 10条第１項 

 

離婚をし、又はその婚姻が取り

消された場合 

第28条の２に規定する関係を解消した場合 

 

第６章 罰則 

第 29条 保護命令（前条において読み替えて準用する第 10条第

１項から第４項までの規定によるものを含む。次条において同

じ。）に違反した者は、１年以下の懲役又は 100万円以下の罰金

に処する。 

第 30条 第 12条第１項（第 18条第２項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）又は第 28条の２において読み替えて

準用する第 12条第１項（第 28条の２において準用する第 18

条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により

保護命令の申立てをした者は、10万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から

施行する。ただし、第２章、第６条（配偶者暴力相談支援センター

に係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。）、第 27条及び第 28条の規定は、平

成 14年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成 14年３月 31日までに婦人相談所に対し被害者が配

偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助若しくは

保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立て

に係る事件に関する第 12条第 1項第四号並びに第 14条第２

項及び第３項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者

暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律の施行後３年を目途

として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その

結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 
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８ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

(平成 27年法律第 64号) 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 基本方針等（第５条・第６条） 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針（第７条） 

第２節 一般事業主行動計画等（第８条―第 18条） 

第３節 特定事業主行動計画（第 19条） 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表（第 20条・第 21条） 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置（第 22条―第 29条） 

第５章 雑則（第 30条―第 33条） 

第６章 罰則（第 34条―第 39条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又

は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生

活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」

という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社

会基本法（平成 11年法律第 78号）の基本理念にのっとり、女

性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定

め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにする

とともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業

生活における活躍を推進するための支援措置等について定める

ことにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に

推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化

の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対

応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における

活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって

職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓

練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する

機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固

定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生

活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能

力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなけれ

ばならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性

が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由

によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に

関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する

男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育

児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員と

しての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うた

めに必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活と

の円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われ

なければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業

生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべき

ものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活に

おける活躍の推進についての基本原則（次条及び第５条第１項に

おいて「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施し

なければならない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しよ

うとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な

提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する

雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公

共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に協力しなければならない。 

 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女

性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本

方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する

次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の

整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍

を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったとき

は、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内

における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策につ

いての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）

を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているとき

は、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当該市町村の

区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を

定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 
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第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効

果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第１

項に規定する一般事業主行動計画及び第 19条第１項に規定す

る特定事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称

する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、

事業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に

関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に

関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画

策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

第２節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」と

いう。）であって、常時雇用する労働者の数が 100人を超える

ものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計

画（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労

働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければ

ならない。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に

より達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の内容及びその実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

又は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤

務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占

める女性労働者の割合その他のその事業における女性の職業生

活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場

合において、前項第２号の目標については、採用する労働者に占

める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割

合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の

割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これ

を労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これ

を公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく

取組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目

標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が 100人以下

のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動

計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣

に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、

同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動

計画を定め、又は変更しようとする場合について、第４項から第

６項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動

計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出

をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定める

ところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良な

ものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する

ものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第 10条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業

主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役

務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働

省令で定めるもの（次項及び第 14条第１項において「商品等」と

いう。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表

示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 

（認定の取消し） 

第 11条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれ

かに該当するときは、第９条の認定を取り消すことができる。 

一 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第 12条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業

主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該

一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の

分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和 47年法律第 113号）第 13条の２に規定する業務を担

当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76号）第 29条に規

定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良

なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合す

るものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第 13条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事

業主」という。）については、第８条第１項及び第７項の規定は、適

用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、

毎年少なくとも１回、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施の状況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第 14条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定め

る表示を付することができる。 

２ 第 10条第２項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第 15条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のい

ずれかに該当するときは、第 12条の認定を取り消すことがで

きる。 

一 第 11条の規定により第９条の認定を取り消すとき。 

二 第 12条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

三 第 13条第２項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表を

したとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命

令に違反したとき。 

五 不正の手段により第 12条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 
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第 16条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般

事業主であって、常時雇用する労働者の数が 300人以下のも

のをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中

小事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場

合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しよう

とするときは、職業安定法（昭和 22年法律第 141号）第 36

条第１項及び第３項の規定は、当該構成員である中小事業主に

ついては、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同

組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組

合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は

一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの

（厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、そ

の構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談

及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大

臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定

める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準

に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すこと

ができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようと

するときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募

集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労

働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならな

い。 

５ 職業安定法第 37条第２項の規定は前項の規定による届出が

あった場合について、同法第５条の３第１項及び第４項、第５条の

４第１項及び第２項、第５条の５、第 39条、第 41条第２項、第

42条、第 48条の３第１項、第 48条の４、第 50条第１項及び

第２項並びに第 51条の規定は前項の規定による届出をして労

働者の募集に従事する者について、同法第 40条の規定は同項

の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報

酬の供与について、同法第 50条第３項及び第４項の規定はこ

の項において準用する同条第２項に規定する職権を行う場合に

ついて、それぞれ準用する。この場合において、同法第 37条第

２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律第 16条第４項の規定

による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法

第 41条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は

期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第 36条第２項及び第 42条の２の規定の適用に

ついては、同法第 36条第２項中「前項の」とあるのは「被用者以

外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用

者以外の者に与えようとする」と、同法第 42条の２中「第 39

条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号）第 16条

第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、

「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及

び援助の実施状況について報告を求めることができる。 

第 17条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして

労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情

報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基

づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当

該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第 18条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事

業主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれらの規定

による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の

策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に

基づく措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施

に努めるものとする。 

第３節 特定事業主行動計画 

第 19条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの

職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）は、政令

で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定

事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条に

おいて同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に

より達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようと

するときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占

める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の

状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の

その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関す

る状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合において、前項第２号の

目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女

の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位に

ある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的

に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなけれ

ばならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動計画に基

づく取組の実施の状況を公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施すると

ともに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう

努めなければならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第 20条 第８条第１項に規定する一般事業主（常時雇用する労働

者の数が 300人を超えるものに限る。）は、厚生労働省令で定

めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職

業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活におけ

る活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければなら

ない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資す

る雇用環境の整備に関する実績 

２ 第８条第１項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業

主を除く。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を

営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業

における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げ

る情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければな

らない。 

３ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定める

ところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選

択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活

躍に関する第１各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を

定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 
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第 21条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生

活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その

事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する次

に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に

関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する

勤務環境の整備に関する実績 

 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置 

（職業指導等の措置等） 

第 22条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職

業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するた

め、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする

女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関

の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、そ

の事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定

める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務

に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第 23条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地

方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他

の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第 24条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するた

め、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律

によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の

役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認

定一般事業主、特例認定一般事業主その他の女性の職業生活に

おける活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項におい

て「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の

必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注

の機会の増大その他の必要な施策を実施するように努めるもの

とする。 

（啓発活動） 

第 25条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍

の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を得

るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第 26条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に資するよう、国内外における女性の職業生活における活躍

の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行う

ものとする。 

（協議会） 

第 27条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公共団

体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第 22

条第１項の規定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定に

より地方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業

生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、

当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機関

により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織するこ

とができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内に

おいて第 22条第３項の規定による事務の委託がされている場

合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるも

のとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協

議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項において

「関係機関等」という。）が相互の連絡を図ることにより、女性の

職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関

等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組について協議を行う

ものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で

定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第 28条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事し

ていた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第 29条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に

関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 30条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると

認めるときは、第 8条第１項に規定する一般事業主又は認定一

般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第７項に規定

する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは

勧告をすることができる。 

（公表） 

第 31条 厚生労働大臣は、第 20条第１項若しくは第２項の規定

による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第８条第１項に規

定する一般事業主又は第 20条第３項に規定する情報に関し虚

偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主で

ある第８条第７項に規定する一般事業主に対し、前条の規定によ

る勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わ

なかったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第 32条 第８条、第９条、第 11条、第 12条、第 15条、第 16

条、第 30条及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生

労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長

に委任することができる。 

（政令への委任） 

第 33条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため

必要な事項は、政令で定める。 

 

第６章 罰則 

第 34条 第 16条第５項において準用する職業安定法第 41条

第１項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募

集に従事した者は、１年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に

処する。 

第 35条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又

は 50万円以下の罰金に処する。 

一 第 22条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者 

二 第 28条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第 36条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役

又は 30万円以下の罰金に処する。 
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一 第 16条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に

従事した者 

二 第 16条第５項において準用する職業安定法第 37条第２項

の規定による指示に従わなかった者 

三 第 16条第５項において準用する職業安定法第 39条又は第

40条の規定に違反した者 

第 37条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の

罰金に処する。 

一 第 10条第２項（第 14条第２項において準用する場合を含

む。）の規定に違反した者 

二 第 16条第５項において準用する職業安定法第 50条第１項

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

三 第 16条第５項において準用する職業安定法第 50条第２項

の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第 16条第５項において準用する職業安定法第 51条第１項の

規定に違反して秘密を漏らした者 

第 38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第 34条、第

36条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第 39条 第 30条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を

した者は、20万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章（第７条

を除く。）、第５章（第 28条を除く。）及び第６章（第 30条を除

く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平成 28年４月１日から

施行する。 

（この法律の失効） 

第 2条 この法律は、平成 38年３月 31日限り、その効力を失

う。 

２ 第 22条第３項の規定による委託に係る事務に従事していた

者の当該事務に関して知り得た秘密については、同条第４項の

規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同

項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た

秘密については、第 28条の規定（同条に係る罰則を含む。）は、

第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効

力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、

この法律は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日後

も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、

この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、こ

の法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。
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９ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

(令和４年法律第 52号) 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 基本方針及び都道府県基本計画等（第７条・第８条） 

第３章 女性相談支援センターによる支援等（第９条―第 15条） 

第４章 雑則（第 16条―第 22条） 

第５章 罰則（第 23条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第 1条 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当た

り女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多

いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るた

め、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定

めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施

策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、か

つ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な

被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情に

より日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱え

る女性（そのおそれのある女性を含む。）をいう。 

（基本理念） 

第３条 困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、次に掲

げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのため

に複雑化していることを踏まえ、困難な問題を抱える女性が、

それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその

背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるように

することにより、その福祉が増進されるよう、その発見、相談、

心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援

助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の

団体の協働により、早期から切れ目なく実施されるようにする

こと。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを

旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第４条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難

な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務

を有する。 

（関連施策の活用） 

第５条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支

援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応じて福祉、保健

医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策の

活用が図られるよう努めなければならない。 

（緊密な連携） 

第６条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支

援のための施策を講ずるに当たっては、関係地方公共団体相互

間の緊密な連携が図られるとともに、この法律に基づく支援を

行う機関と福祉事務所（社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）

に規定する福祉に関する事務所をいう。）、児童相談所、児童福

祉施設（児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第７条第１項に

規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、医療機関、職業紹介機

関（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職

業生活の充実等に関する法律（昭和 41年法律第 132号）第２

条に規定する職業紹介機関をいう。）、職業訓練機関、教育機関、

都道府県警察、日本司法支援センター（総合法律支援法（平成

16年法律第 74号）第 13条に規定する日本司法支援センター

をいう。）、配偶者暴力相談支援センター（配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13年法律第 31号）

第３条第１項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。）

その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなけれ

ばならない。 

 

第２章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第７条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のた

めの施策に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定

めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都

道府県基本計画及び同条第３項の市町村基本計画の指針となる

べきものを定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関

する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実

施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとす

るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければなら

ない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第８条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困

難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基

本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施内容

に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実

施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、

都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における困難な問題

を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよ

う努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計

画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計

画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援

助を行うよう努めなければならない。 

 

第３章 女性相談支援センターによる支援等 

（女性相談支援センター） 
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第９条 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければなら

ない。 

２ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 19第１項

の指定都市（以下「指定都市」という。）は、女性相談支援センター

を設置することができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性への支援に

関し、主として次に掲げる業務を行うものとする。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について、困

難な問題を抱える女性の立場に立って相談に応ずること又は

第 11条第１項に規定する女性相談支援員若しくは相談を行

う機関を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女性がその家

族を同伴する場合にあっては、困難な問題を抱える女性及び

その同伴する家族。次号から第５号まで及び第 12条第１項に

おいて同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行

うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図るため、

医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活することを促進す

るため、就労の支援、住宅の確保、援護、児童の保育等に関す

る制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連

絡調整その他の援助を行うこと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受けることがで

きる施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連

絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、その

支援の対象となる者の抱えている問題及びその背景、心身の状

況等を適切に把握した上で、その者の意向を踏まえながら、最適

な支援を行うものとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を置く。 

６ 女性相談支援センターには、第３項第２号の一時保護を行う施

設を設けなければならない。 

７ 第３項第２号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認め

られる場合その他厚生労働省令で定める場合に、女性相談支援

センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす

者に委託して行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職

員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その委託を

受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

９ 第３項第２号の一時保護に当たっては、その対象となる者が監

護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、

当該児童への学習に関する支援が行われるものとする。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要

に応じ、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う

民間の団体との連携に努めるものとする。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談支援センターに関し必

要な事項は、政令で定める。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第 10条 女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱える女

性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる事情にあるもの

及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法第６条の３

第 18項に規定する妊産婦等生活援助事業の実施又は同法第

23条第２項に規定する母子保護の実施が適当であると認めた

ときは、これらの者を当該妊産婦等生活援助事業の実施又は当

該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又

は通知しなければならない。 

（女性相談支援員） 

第 11条 都道府県（女性相談支援センターを設置する指定都市を

含む。第 20条第１項（第４号から第６号までを除く。）並びに第

22条第１項及び第２項第１号において同じ。）は、困難な問題を

抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に

応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事

する職員（以下「女性相談支援員」という。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指定都市を除く。第

20条第２項及び第 22条第２項第２号において同じ。）は、女性

相談支援員を置くよう努めるものとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うのに必要

な能力及び専門的な知識経験を有する人材の登用に特に配慮し

なければならない。 

（女性自立支援施設） 

第 12条 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、そ

の保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医

学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のために

その生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の

援助を行うこと（以下「自立支援」という。）を目的とする施設（以

下「女性自立支援施設」という。）を設置することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、その対象

となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又は市町村、社会福

祉法人その他適当と認める者に委託して行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっては、その対象と

なる者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の状況

に応じて、当該児童への学習及び生活に関する支援が行われる

ものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 

第 13条 都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関す

る活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、

困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪

問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同

行その他の厚生労働省令で定める方法により、その発見、相談そ

の他の支援に関する業務を行うものとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行

う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題

を抱える女性について、その意向に留意しながら、前項の業務を

行うことができる。 

（民生委員等の協力） 

第 14条 民生委員法（昭和 23年法律第 198号）に定める民生

委員、児童福祉法に定める児童委員、人権擁護委員法（昭和 24

年法律第 139号）に定める人権擁護委員、保護司法（昭和 25

年法律第 204号）に定める保護司及び更生保護事業法（平成７

年法律第 86号）に定める更生保護事業を営む者は、この法律

の施行に関し、女性相談支援センター及び女性相談支援員に協

力するものとする。 

（支援調整会議） 

第 15条 地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問題を抱

える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関、第９条

第７項又は第 12条第２項の規定による委託を受けた者、困難

な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体及

び困難な問題を抱える女性への支援に従事する者その他の関係

者（以下この条において「関係機関等」という。）により構成され

る会議（以下この条において「支援調整会議」という。）を組織す

るよう努めるものとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を適切か

つ円滑に行うために必要な情報の交換を行うとともに、困難な

問題を抱える女性への支援の内容に関する協議を行うものとす

る。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うた

め必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報

の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これ

に協力するよう努めるものとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関等の区分

に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、支援調整会

議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
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一 国又は地方公共団体の機関当該機関の職員又は職員であっ

た者 

二 法人当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった

者 

三 前２号に掲げる者以外の者支援調整会議を構成する者又は

当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に

関し必要な事項は、支援調整会議が定める。 

 

第４章 雑則 

（教育及び啓発） 

第 16条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難な問題

を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解を深めるための

教育及び啓発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であること

についての意識の涵かん養に資する教育及び啓発を含め、女性

が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支援を適切に受

けることができるようにするための教育及び啓発に努めるもの

とする。 

（調査研究の推進） 

第 17条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への

支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身の健康の回

復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものと

する。 

（人材の確保等） 

第 18条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への

支援に従事する者の適切な処遇の確保のための措置、研修の実

施その他の措置を講ずることにより、困難な問題を抱える女性

への支援に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図るよう努

めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第 19条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への

支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行う

よう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第 20条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援センターを

設置する指定都市にあっては、第１号から第３号までに掲げる費

用に限る。）を支弁しなければならない。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次号に掲げる費用を除

く。） 

二 女性相談支援センターが行う第９条第３項第２号の一時保護

（同条第７項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす

者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に

要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法人その他適当

と認める者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要

な事務に要する費用 

六 第 13条第１項の規定により都道府県が自ら行い、又は民間

の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援に要

する費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用を支弁し

なければならない。 

３ 市町村は、第 13条第２項の規定により市町村が自ら行い、又

は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える女性への支援

に要する費用を支弁しなければならない。 

（都道府県等の補助） 

第 21条 都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立支援施

設の設備に要する費用の４分の３以内を補助することができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第 13条第１項又は第２項の規定に基

づく業務を行うに当たって、法令及び予算の範囲内において、困

難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体

の当該活動に要する費用（前条第１項第６号の委託及び同条第３

項の委託に係る委託費の対象となる費用を除く。）の全部又は一

部を補助することができる。 

（国の負担及び補助） 

第 22条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が第 20条

第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第１号及び第２号

に掲げるものについては、その 10分の５を負担するものとす

る。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の 10分の５以

内を補助することができる。 

一 都道府県が第 20条第１項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第３号及び第５号に掲げるもの（女性相談支援センタ

ーを設置する指定都市にあっては、同項第３号に掲げるもの

に限る。） 

二 市町村が第 20条第２項の規定により支弁した費用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第 20条第１項の規

定により支弁した費用のうち同項第６号に掲げるもの及び市町

村が同条第３項の規定により支弁した費用並びに都道府県及び

市町村が前条第２項の規定により補助した金額の全部又は一部

を補助することができる。 

 

第５章 罰則 

第 23条 第９条第８項又は第 15条第５項の規定に違反して秘密

を漏らした者は、１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処

する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条この法律は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 次条並びに附則第３条、第５条及び第 38条の規定公布の日 

二 附則第 34条の規定この法律の公布の日又は児童福祉法等

の一部を改正する法律（令和４年法律第 66号）の公布の日の

いずれか遅い日 

三 略 

四 附則第 36条の規定この法律の公布の日又は刑法等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

（令和４年法律第 68号）の公布の日のいずれか遅い日 

（検討） 

第２条 政府は、この法律の公布後３年を目途として、この法律に

基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組みの構築及び当該

支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みの構築について検討

を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後３年を目

途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 

（準備行為） 

第３条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下「施行日」とい

う。）前においても、第７条第１項から第３項までの規定の例によ

り、基本方針を定めることができる。この場合において、厚生労

働大臣は、同条第４項の規定の例により、これを公表することが

できる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日に

おいて、第７条第１項から第３項までの規定により定められ、同

条第４項の規定により公表された基本方針とみなす。 

（婦人補導院法の廃止） 

第 10条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第 11条 旧婦人補導院法第 12条の規定による手当金の支給及

び旧婦人補導院法第 19条の規定による遺留金品の措置につい
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ては、なお従前の例による。この場合において、これらに関する

事務は、法務省令で定める法務省の職員が行うものとする。 

（政令への委任） 

第 38条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必

要な経過措置は、政令で定める。 
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10 用語解説 

あ行 

【イクボス】 

イクボスとは、男女を問わず、職場でともに働く部下・スタッフの育児参加等に理解がある上司（経営者・

管理職）のこと。職場で共に働く部下・スタッフの仕事と私生活の両立が図りやすい環境の整備に努め、育

児休業取得を促すなど、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも

仕事と私生活を楽しむことができる上司（経営者・管理職）のことを指す。 

 

【SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）】 

Social Networking Serviceの略で、インターネット上の交流を構築するサービスのこと。 

 

【SDGｓ（持続可能な開発目標）】 

「Sustainable Development Goals」の略で、「誰一人取り残さない」を理念とし、貧困問題をは

じめ、気候変動や生物多様性、エネルギーなど世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるため

に世界各国が合意した17の目標と169のターゲットのこと。 

 

【ＮＰＯ（民間非営利組織）】 

「Non Profit Organization」又は「Not for Profit Organization」の略称で、福祉、環境、スポー

ツ、まちづくり、人権・平和、男女共同参画など多様な分野における自主的な社会的活動を行い、団体の構成

員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称をいう。 

 

【エンパワーメント】 

社会の一員として自らの意識と能力を高め、社会のあらゆる分野で、政治的、経済的、社会的、文化的

に力をつけること、及びそうした力を持った主体的な存在となり、力を発揮し行動していくことを指す。 

 

か行 

【健康寿命】 

日常的に介護を必要としないで自立した生活ができる期間のことで、平均余命から平均要介護期間を

差し引いたもの。 

 

【合計特殊出生率】 

「15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の女性がその年齢別出生率で一生の

間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 

 

さ行 

【ジェンダー】 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セックス）がある。

一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男

性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー）という。「社会的・文化的に形成された性

別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われている。社会的、文化的につ

くられた性差のことで、それぞれの性にふさわしいとされる思考や行動・態度のことをいう。生物学的な

性別（セックス）と区別して用いられる。 
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【ジェンダー・ギャップ指数】 

各国の社会進出における男女格差を示す指標。世界経済フォーラムが毎年公表しているもので、経済活

動や政治への参画度、教育水準、出生率や健康寿命などから算出される。 

 

【ジェンダーバイアス】 

社会のあらゆる場面に存在する、ジェンダーに対する偏見や固定観念などの思い込みを持つこと。 

 

【ストーカー】 

自分が一方的に関心を抱いた特定の相手に、しつこくつきまとう人物。待ち伏せや尾行、面会や交際の

要求、電話やメールなどの行為を執拗に繰り返す。 

 

【性的マイノリティ（セクシャルマイノリティ、性的少数者）】  

「からだの性」と「自分が認識する性」が一致しない人や、恋愛感情などの性的な意識が同性ないしは両性

に向かう人（同性愛者、両性愛者）などを総称した言葉。 

 

【性別役割分担意識】 

「男は仕事、女は家庭」、「男は主、女は従」といった、性別によって役割を固定する考え方や意識のこと。

性別によって役割を固定する意識は、結果的に男女格差を生み、男女の対等な社会参画を困難にする要

因となっている。 

 

【世界経済フォーラム】 

スイスのジュネーブに本部を置く独立の非営利財団。グローバル•シチズンシップ（世界的市民）の精神

に則り、パブリック、プライベート両部門の協力を通じて、世界情勢の改善に取り組む国際機関。ビジネス

界、政界、学界および社会におけるその他のリーダーと連携し、世界•地域•産業のアジェンダ（実施すべき

計画、議事）を形成する。毎年１月下旬に開催される年次総会はスイスのダボスで行われることから、日本

ではこの総会を「ダボス会議」と呼んでいる。 

 

【セクシャルハラスメント】 

職場において他の者（職員以外も含む）を不快にさせる性的な言動及び職場外において職員が他の職

員を不快にさせる性的な言動をいう。 

性的言動とは、性的な内容の発言や行動からなり、それぞれ性的な関心や欲求に基づくものをいい、性

別により差別しようとする意識等に基づくものも含まれる。性的言動に対する対応によって、職務上で一

定の不利益を与えたり、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させるなど、労働者の能力発

揮や業務の効率的な遂行を阻害することになる。 

 

た行 

【ダイバーシティ】 

「多様性」のこと。人は、年齢、性別、宗教、思想、障害などさまざまな属性と経験において多様である。

それら個々の違いを尊重し、多様な意見を取り入れることにより、すべての人が平等に個性を活かし共存

できる状態を目指して用いられる。 

 

【デートＤＶ】 

ドメスティック・バイオレンス（DV）のうち、交際相手から行われる暴力行為のこと。恋愛が低年齢化する

につれて、中学生・高校生・大学生など若年層に広がってきている。 
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【ドメスティック・バイオレンス（DV）】 

一般的には、配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力とされています。

暴力には、殴る、蹴るといった身体的暴力だけでなく、言葉や威嚇、無視などにより心理的苦痛を与える

精神的暴力、人とのつき合いなど行動を制限する社会的暴力、性行為の強要などの性的暴力、生活費を

渡さないなどの経済的暴力がある。 

 

は行 

【パワーハラスメント】 

同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範

囲を超えて、精神的•身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。 

 

【フレックスタイム制】 

１週、１ヶ月等の一定の労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自

分で選択して働く制度。 

 

【プレコンセプションケア】 

女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康管理を促す取組。 

 

【ポジティブ・アクション】 

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会の

男女間格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を

積極的に提供することをいう。男女共同参画社会基本法（第２条）では「積極的改善措置」として規定され

ており、また、アファーマティブ•アクションと呼ばれることもある。 

 

ま行 

【マタニティハラスメント】 

職場などにおいて、働く女性が妊娠や出産を理由に精神的・肉体的な苦痛を受ける嫌がらせ行為のこと。 

 

や行 

【有効求人倍率】 

全国の公共職業安定所（ハローワーク）の求職・就職の状況をまとめ、厚生労働省が毎月公表している求人

数の倍率。有効求人倍率は、企業がハローワークにエントリーする仕事の数（有効求人数）÷働きたい人の数

（有効求職者数）で算出する。有効求人倍率が１よりも大きくなればなるほど求人に対して応募が不足した状

態であり、逆に１より小さい場合は、企業の求人に対して仕事をしたい人の数が多い状況なので、就職希望

者はなかなか定職につくことが難しい状況と言える。 

 

【ユニバーサルデザイン】 

障がいのある人•ない人、あるいは年齢などの区別がなく、だれもが使えるように配慮されたデザイン

のこと。ユニバーサル（普遍的）という言葉が示しているように、「だれにでも公平かつ自由に使用でき、容

易に使用方法や情報が理解でき、無理なく安全に使える」ようなデザインの実現ということ。また、広く社

会システムのことをいう場合もある。 
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わ行 

【ワーク・ライフ・コミュニティ・バランス】 

ワーク・ライフ・バランスにコミュニティ活動（地域活動）の推進を加えたもので、仕事、家庭、地域社会（コ

ミュニティ）の調和をはかること。 

 

【ワーク・ライフ・バランス】 

「仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任

を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて

多様な生き方が選択•実現できる」ことを指す。 

 

 

 

 

 

 

 


